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本会議に職
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事 務 局 長 佐々木 拓 仁 事 務 局 次 長 木 村 英 樹 

事 務 局 主 幹 原 本 愁 子   
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議案の題目 

１ 報告第 ５号 専決処分の報告について 

（自動車破損に係る損害賠償の額の決定について） 

２ 報告第 ６号 専決処分の報告について 

（自動車破損に係る損害賠償の額の決定について） 

３ 報告第 ７号 専決処分の報告について 

（自動車破損に係る損害賠償の額の決定について） 

４ 報告第 ８号 専決処分の報告について 
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５ 報告第 ９号 専決処分の報告について 
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６ 報告第１０号 放棄した債権の報告について 
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13 議案第４４号 おいらせ町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例について 

14 議案第４５号 おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及びお
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準を定める条例の一部を改正する条例について 
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て 

21 議案第５２号 青森県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

22 議案第５３号 令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第３号）について 

23 議案第５４号 令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に
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25 議案第５６号 令和６年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

26 議案第５７号 令和６年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

27 議案第５８号 令和６年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第１号）について 

28 議案第５９号 令和６年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

29 認定第 １号 令和５年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定について 

30 認定第 ２号 令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

31 認定第 ３号 令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

32 認定第 ４号 令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

33 認定第 ５号 令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

34 認定第 ６号 令和５年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

35 認定第 ７号 令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

36 認定第 ８号 令和５年度おいらせ町病院事業会計決算認定について 

37 報告第１２号 令和５年度おいらせ町健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

 

 

 

 

 

議 員 提 出 

議案の題目 

１ 発委第 ５号 おいらせ町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

２ 発委第 ６号 おいらせ町議会会議規則の一部を改正する規則について 

３ 発委第 ７号 おいらせ町議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程の

制定について 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会議録署名 

議員の指名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ６番   佐々木   勝 議員 

 

 ７番   澤 上   訓 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（佐々木拓仁君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 議場内の皆様にお願い申し上げます。 

 議場内では、携帯電話等の電源を切るかマナーモードに設定くだ

さるようお願いいたします。 

 

会議成立 

開会宣言 

松林議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

議事日程 

報告 

松林議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

 松林議長  日程第１、報告第５号、専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

 それでは、報告第５号についてご説明申し上げます。 

 タブレット端末のご用意はよろしいでしょうか。 

 ページ数は議案書５ページから７ページになります。 

 それではご説明いたします。 

 本件は、町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定す

ることについて、地方自治法第１８０条第１項及びおいらせ町長の専

決処分できる軽易な事項の指定第１号の規定により、去る７月８日

付で専決処分を行ったものであります。 

 概要でありますが、本年４月９日午後５時頃、深沢一丁目地内の町

道において、当町在住者の運転車両が走行中、道路に生じた穴で左側

の前輪と後輪のタイヤを破損させたものであります。損害賠償額は１
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万１，５８０円で、本年７月８日に示談が成立しており、町の過失割

合は１００％でありました。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第５号を終わります。 

 

 松林議長  日程第２、報告第６号、専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

 それでは、報告第６号についてご説明申し上げます。 

 議案書８ページから１０ページになります。 

 本件は、町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定す

ることについて、去る７月８日付で専決処分を行ったものでありま

す。 

 概要でありますが、本年４月９日午後４時３０分頃、深沢一丁目地

内の町道において三沢市在住者の運転車両が走行中、道路に生じた

穴で、左側後輪のタイヤを破損させたもので、先ほどの報告第５号と

同じ場所であります。損害賠償額は９，３５０円で、本年７月８日に

示談が成立しており、町の過失割合は１００％でありました。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第６号を終わります。 
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 松林議長  日程第３、報告第７号、専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

 それでは、報告第７号についてご説明申し上げます。 

 議案書１１ページから１３ページになります。 

 本件は、町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定す

ることについて、去る７月８日付で専決処分を行ったものでありま

す。 

 概要でありますが、本年４月９日午後５時頃、深沢一丁目地内の町

道において、当町在住者の運転車両が走行中、道路に生じた穴で左側

の前輪と後輪のタイヤ及び車軸を破損させたもので、先ほどの報告第

５号、第６号と同じ場所であります。損害賠償額は１４万６，７８４

円で、本年７月８日に示談が成立しており、町の過失割合は１００％

でありました。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １５番。 

 

質疑 １５番 

（吉村敏文君） 

 今報告を受けているわけなんですが、同じ箇所での事故のケースと

いう気がいたします。同じ箇所での事故の発生ということなわけでご

ざいますが、これ、穴が空いて破損しているわけですから、なぜその

同じ箇所で２回、３回と事故が発生するのか。やっぱりこれは管理の

仕方、これのやり方についてはどういう管理の下でこれをやっている

のか。早急に処置をしなかったのかどうか。 

 やはり事故発生する、または事故が発生する要因があるとすれば、

早急に補修をするなりしていかないと、管理の観点から非常に問題だ

と思うんです。私は、今、これは少額なことだからまだいいとしなき

ゃならないですけれども、これが原因として大きな、重大な事故にも

発生するという可能性も私はあると思います。 

 この道路の管理体制、管理の状況についてはどういう形で今行って

いるのかお聞きします。 
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 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 今回報告した３案件のこの穴については、穴が空いていたところ

に、降雨によって穴が空いている存在が走行車から認知できない状況

において起きたものでございます。 

 次に、町道の管理体制についてでございますが、職員によるパトロ

ールのほか、郵便局からの協定による情報提供、それから、職員の情

報提供や地域の住民からの通報などに基づいて損壊した場所を把握

して、穴については職員による常温合材を用いて緊急に穴埋めを行う

ほか、またそれだけでは足りない場合は、維持工事を発注して業者さ

んに対処してもらうといった管理体制を行っております。 

 以上です。 

 

 松林議長  １５番。 

 

質疑 １５番 

（吉村敏文君） 

 今の、現在の管理体制の中で、こういう事故がだんだん増えてきて

いるわけですよね。発生件数も結構報告で上がってきています。やは

り今の管理体制でいいのかどうか。やはりその辺のところも見直して

いかないと、これが原因で人身事故なり物損事故なり大きい事故につ

ながる可能性もあると。 

 私たちの感覚からすれば、やはり危ないと危険が予見される場合

は、前もってでも早急にそれに対処していかないと、危険とか事故か

らは防止にはならないわけです。だから今やってきています。このよ

うな形で事故が頻発していると。そうすると、今までの管理体制の何

かがやっぱり足りないところがあるんじゃないかなと。それについて

は、やはりもう一度見直してやっていくつもりはないですか。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 道路の損傷箇所を発見して対処することについては、現状でも大丈

夫なのかなと思いますが、一番の問題があるとすれば、老朽化した、

整備を行った道路の老朽化が問題なのかなと思います。したがいまし
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て、パトロールを行ってその損害箇所を把握するほか、老朽化してい

る路線について、適切に更新や改良などしていく予算を継続的に確保

していくことが今後大事なのではないのかと思っております。 

 以上です。 

 

 松林議長  １５番。 

 

質疑 １５番 

（吉村敏文君） 

 分かりました。これから冬季になっていきます。そうすると、今現

在で、雨で確認ができなかったということになっているんですが、雪

が降ったらもっと分からなくなります。雨だってはっきりしづらいわ

けだから、雪が積もってきたら、積雪になったら、もっと発見ができ

なくなります。冬季になればなるほど、今度は路面も滑ったりしま

す。そうしたときに、やっぱり重大な事故になっていく可能性もある

ので、私は、管理の仕方もうちょっと強化をして、本当に、そういう

危険な箇所があれば早めに対応していくのが必要だと私は思うんで

すが、その辺のところを考慮してもらいながら、もう一度、そのやり

方、維持管理の仕方について再考してもらいたいと思いますが、どう

でしょうか。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 ご指摘の部分ごもっともかと思います。このような報告案件、もし

くは道路利用者に迷惑をかけることができるだけないように、良好な

道路環境の適正管理に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。１３番。ごめんなさい、１１番。ごめんな

さい、１３番。先に手を挙げたのが１３番。 

 １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 すみません。どっち立っていいかなと思って。 

 私は、ちょっと先ほどの課長の答弁でありました、職員が常温合材

を使って穴埋めをしているのを何回かたまたま目撃しております。ち

ょっと心配しているのは、道路の真ん中でコーンもつけない、安全柵

もつけない、職員が一所懸命穴埋めしているんです。非常に危険な行
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為です。こういった２次災害、３次災害ですね。先ほど吉村議員から

も発言がありましたとおり、ちょっと管理状況、管理対策、そのよう

なものは見直すべきではないかなと。 

 地域整備課の課長さんから、役場内ではいろいろ協議はされている

とは思いますが、これは町全体で考えるべきだと思います。こういう

ことが非常に多くあるというのは、いずれ大きな事故につながるとい

うのは、これ常識です。安全管理のちょっとその辺の意識が低いんじ

ゃないかなと思います。一所懸命やっている職員までけがさせる事故

に遭う、そういう状況でないかなと思いますので、もう一度、その管

理体制、今後このようなことが起こらない対策を検討していただけな

いでしょうか。その辺お願いします。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 ただいまのご指摘、安全策を講じないまま作業を行っていることに

よる２次被害の発生につきましては、ご指摘のとおり懸念される事項

でありますので、課内に持ち帰って対応を検討してまいりたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

 松林議長  よろしいでしょうか。よろしいですか。 

 １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 私が今確認したいのは、この３件、４件ですか、続いて４時３０分

から５時の間、この場所というのは町道の深沢一丁目になっています

けれども、場所はどの部分なのか教えていただきたいと思います。 

 それから、この保険が、町で掛けている保険で対応されるとなって

いますけれども、普通の個人の場合ですと、こういう自賠責とか車両

保険なんか使えば、翌年は保険が倍ぐらいまでいかないけれども相当

の額に跳ね上がってきますけれども、町の保険については何件使って

も掛金は変わらないのか。これを２点目。 

 それと、管理の仕方で、さっき課長が郵便局からの情報提供もお願

いしているということですけれども、私は、やはり地域の住民の声と

いうのが一番大事だと思うんです。だから、そういう意味では情報提

供の仕方を見直しすべきじゃないか。特に、今農家の方々でも機械が
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大型化してきている部分、それから、いろいろな意味で、野菜の苗を

植付けしたりなんかするに、搬送するに穴が開いていれば苗箱が浮い

てしまったとか、そういう声を聞くんですけれども、やはり、せっか

く金かけて買ってきた苗が駄目になったら、それも植付けができな

い、収穫できないという状態になりますので、やっぱりこういう管理

の仕方についても、情報提供をもっと町内会の中にそういう方々を依

頼するとか、そういう方法もあってしかるべきじゃないかと思うんで

すが、この３点についてお聞かせいただきたいと思います。 

 

 松林議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

 ちょっと答えられる分だけ答えて、足りない部分は地域整備課長に

答えていただきます。 

 まず１点目、場所でありますが、百石工業団地の前の道路、町道を

北側に行く道路沿いでありまして、北側に行きますと工業団地を越え

て深沢のほうに入ります。佐々木総業会社さんの資材倉庫がある手前

のところであります。場所はその辺りであります。 

 それから、２点目、保険の関係であります。 

 この保険は、町で、町村会で運営している総合賠償補償保険に入っ

ておりまして、これは年間の掛け捨てであります。毎年度４月１日現

在の住民基本台帳の人数に単価を掛けて払うことになっております。

毎年度、大体２２０万円前後ずつお支払いしているものであります。

賠償の対象も、町が管理している、または所有している財産、施設等

の瑕疵に起因する損害、事故ということでありますので、あらゆるも

のが対象となるものであります。 

 それから３点目、郵便局の関係、まずお答えいたしますが、これは

町と郵便局で提携を結んでおりまして、郵便局員が町内をいろいろ郵

便物配達等をしながら、危険箇所であったり、もしくは徘回している

ようなお年寄りがあれば町のほうに情報提供いただいて、関係課へ情

報提供するというものでございます。 

 以上です。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長  私からは、３つ目の情報提供についてのご質問にお答えします。 
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（岡本啓一君）  現状でも、さきに答弁しました郵便局からの情報提供や職員からの

情報提供のほか、地域の道路利用者からの苦情や、情報提供などによ

ってもすぐに対応しているような状況でございます。そういった情

報、町道の延線が膨大でありますから、こういった情報提供はできれ

ば多ければ多いほど、確かにこのような事故等の報告は防ぐことはで

きるという思いについては私も同じ思いでございますので、今後、例

えば町内会長会議等で情報の提供を働きかけるとか、そういったこと

を今後検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

 松林議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 町内会長会議では、各地区から道路整備、補修、そういう要望が結

構出ていると思いますよ。やっぱりそういうチェックをして、やはり

優先的に補修すべきものを補修するという形でないと、私はこれまで

結構、こういう事故が、町道の事故の報告が多いから、やっぱり本当

にこのままでいいのかなという思いがありますし、時間的にいって

も、そこのところ、そこは郵便局が通らないところかなという思いも

あるんですけれども、全てが郵便局の配達員がカバーしているわけじ

ゃないんで、やっぱりこの辺は地域の方々、それから工業団地につい

ては県外、町外の、あそこの通りは結構ありますんで、やっぱりそう

いう意味では早急な対応をすべきだと思いますので、ぜひ町内会等々

とも連絡を取って対応していただくように要望して終わります。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 

 松林議長  日程第４、報告第８号、専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長  それでは、報告第８号についてご説明申し上げます。 
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（成田光寿君）  議案書１４ページから１６ページになります。 

 昨日、議案書の訂正をお配りしておりましたが、一部訂正がござい

ます。１６ページの２の事故概要の２行目、町が管理する下水道マン

ホールとありましたものは、正しくは汚水ますでありますので、訂正

しておわび申し上げます。 

 それではご説明いたします。 

 本件は、町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定す

ることについて、去る８月１９日付で専決処分を行ったものでありま

す。 

 概要でありますが、本年５月１５日、午前１０時３０分頃、馳下り

地内において町が管理する汚水ますが２０センチ以上隆起していた

状態に当町在住者の運転車両が気づかずに接触し、バンパー脱落な

ど車体の一部を破損させたものであります。損害賠償額は６万８，７

５９円で、本年８月１９日に示談が成立しており、町の過失割合は５

０％でありました。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第８号を終わります。 

 

 松林議長  日程第５、報告第９号、専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

 それでは、報告第９号についてご説明申し上げます。 

 議案書１７ページから１９ページであります。 

 本件は、町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定す

ることについて、去る８月２９日付で専決処分を行ったものでありま

す。 

 概要でありますが、本年５月１７日午後７時頃、洋光台一丁目地内
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において、強風により町が管理する公園の木の枝が折れ町道に落下

し、当町の在住者の運転車両が接触、ドアの下部など車体の一部を破

損させたものであります。損害賠償額は６万１１６円で、本年８月２

９日に示談が成立しており、町の過失割合は５０％でありました。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 ３番。 

 

質疑 ３番 

（小笠原伸也君） 

 町の損害賠償保険、これを活用してやっている。これは当事者、事

故に遭った町民の車の持ち主の保険会社と町の保険会社のやり取り

で、示談何％と決定しているものなのか。 

 もう一つ、これ警察が入っての事故証明とかは、４件あるんです

が、これ取っている事案なのか、全く関係なく直接当事者の人から役

場に問合せがあっての事案になっているのか。 

 最後に、先ほどもお話出ていましたけれども、想定内の件数で考え

ているのか。役場として、４件を毎年このぐらいは普通だと考えてい

らっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

 

 松林議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

 ３点ほどご質問いただきました。 

 まず１点目、示談の関係でありますが、町で町村会を通じて損害賠

償保険に入っておりますので、町としては町で加入している損害保険

会社とやり取りをして、当然事故に遭った方ともやり取りをします。

事故に遭った方について、事故の状況であったり、そんなものを聞き

取りして、両者というか、町も関わりますが、その中で過失割合とか、

あと示談だとか、あと損害賠償の額等を決定して示談するものであり

ます。 

 それから、２点目、事故証明の関係でありますが、今回、５件あり

ますが、いずれも警察の事故証明等はございません。というのも、対

人とか車両同士とか、そういった本当の事故であれば、当然警察に立

ち会ってもらって事故証明とかありますが、単独の対物等であれば事

故証明を取ることなく損害保険の手続を進めているのが実情であり
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ます。 

 それから、３点目が、今回５件ありましたが想定のものなのかどう

かというのもご質問でありますが、毎年四、五件ぐらいは専決処分の

報告をさせていただいておりますので、すみません、ただ、先ほど報

告、同じ場所での３件ありましたが、あれは通年より多いものと思っ

ております。 

 ちょっと繰り返しになりますが、例年大体年間、五、六件ぐらいあ

るものと認識しておりますので、４月に同じ場所で３件あったものは

ちょっと多いと感じております。 

 以上です。 

 

 松林議長  ３番いいですか。ほかにございませんか。 

 ７番。 

 

質疑 ７番 

（澤上 訓君） 

 それにしても、やたら町の瑕疵ということで、非常に多過ぎると感

じております。これは、このままで本当にいいのかという気持ちにな

ります。やっぱり、その場所だけじゃなくて全般を見渡して総点検す

るという、そういう考え方を持たなければ、ちょっとまた次の事故と

いうものは継続して起きるんじゃないのかなと思っていますんで、そ

の辺のところはどうでしょうか。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 今回のこの報告案件につきましては、いちょう公園の樹木によるも

のでございます。この当該箇所につきましては、樹木が成長しまして

相当な高木になっているような状況で、当課としても９月補正でちょ

っと予算を確保した後に、樹木を伐採するなどの適正管理に努めてい

きたいと思います。 

 あとそのほか、いちょう公園のみならずそのほかの公園につきまし

ても、やはりこの同様の高木、あるいは支障木などがありますので、

ただそれを一回にやるとなるとなかなかの予算を必要としますので、

点検をして優先順位を決めて計画的に樹木の適正管理に努めていき

たいと考えております。 

 以上です。 
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 松林議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 ８、９の報告事項で、過失割合が、補塡割合が５０％になっていま

す。先ほどの課長の説明ですと、相手と町が交渉して、保険会社、そ

れが入って決めているということですけれども、これは、例えば今ま

での４件については瑕疵が１００％町だということでなっていると思

うんですけれども、５０％にする根拠というのはどういうふうな、例

えばマンホールが上がっているのに車が行って事故が起きたというの

だったら、５０％というのはどういうふうな根拠があるのか。ちょっ

と私、道路、管理上、もうこれは１００％悪いんじゃないかという気

がするんですけれども、この辺ちょっと説明いただきたいと思いま

す。 

 

 松林議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

 過失割合に関するご質問であります。 

 過失割合につきましては、町が独自に決めているものではございま

せん。町が加入している損害保険会社で、全国の損害賠償の事例等を

参酌して、保険会社からこのぐらいが妥当ですというものを、それを

もって相手方と交渉するものであります。 

 先ほどの道路の穴につきましては、３件とも１００％でありまし

た。これも道路の穴の場合の考え方の例を申し上げますと、夜間であ

ったり、それから水がたまって見えない状況で、しかも穴の深さが１

０センチ以上であれば大体１００％になるというふうに損害保険会

社は大体決めているようであります。要は、その運転者の方も、道路

交通法で安全運転義務がありますので、予見できるかどうか、避けら

れるのかどうか、そのあたりも加味されることになります。 

 一方の馳下りの汚水ますのものであったり、それから、洋光台の木

のものであったりありますが、こちらのほうは全く町側の１００％の

瑕疵責任を問えるものではなくて、ある程度、運転者のほうも注意す

れば避けられたものがあるではないか、予見できたものがあるのでは

ないのかということで、両者５０％ということで保険会社のほうから

アドバイスをいただいて、それをもって相手方と交渉して示談したも

のであります。 
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 以上です。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第９号を終わります。 

 

 松林議長  日程第６、報告第１０号、放棄した債権の報告についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（堤 雅之君） 

 おはようございます。 

 それでは、報告第１０号についてご説明申し上げます。 

 議案書の２０ページ、２１ページになります。 

 本件は、おいらせ町債権管理条例第１３条第１項の規定に基づき

債権を放棄したので、同条第２項の規定により報告するものでありま

す。 

 内容は、２１ページをご覧ください。 

 放棄した債権の種類は、全て町営住宅使用料であります。債務者の

人数は２人で、納期ごとの件数は２人合わせて７１件、債権の額の合

計は７７万８，７００円であります。 

 なお、債権放棄の適用事由は、２人とも債権管理条例第１３条第１

項第１号に定める消滅時効によるものですが、その経緯としては、１

人は、同項第６号に定める生活困窮であり、もう１人は、同項第７号

に定める所在不明であります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 放棄した債権の部分については、それなりに根拠があって、今説明

いただきましたけれども、この所在不明というのは、例えば、おいら
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せ町内に所在が不明なのか、もう本当に県内にも所在不明なのか、ど

こへ行ったのか全く分からないのか、この辺のところをもうちょっと

詳しく説明いただきたい。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 この所在不明についてなんですが、この２番目の方の債務者につき

ましては、本人が既に死亡しておりまして、またあるいはその連帯保

証人も死亡をしているということでございます。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 

 １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 私は、適切な会計上の不納欠損処理ということについてはうるさく

言うつもりはございません。ただ、一つ確認したいのが、この私債権

が平成のものでして、古いということで、もう時効にかかっていると

いうのは、恐らく債務者のほうでも分かっているかと思いますけれど

も、そしてもう消滅時効にかかっているということを債務者本人が時

効の援用をして、分かりましたと放棄したのか、あるいはもうこちら

のほうが自主的に、決められたことに引っかかっている、ちゃんと該

当しているということでこれを放棄したのか。つまり、役場のほうで

自主的に放棄したのか、そこ一点、まず確認させてください。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 まずはこの２番目の方については、ただいま説明したとおり死亡で

したので、こちらのほうで手続を取らせていただきました。 

 １番の方につきましては、こちらが自主的に手続を行ったというこ

とではなくて、この滞納分の整理について長い間やり取りを行ってお

りまして、その過程でこういった平成２０年などの古い債権について

は放棄するのを願い出るというような手続を本人のほうから出してい

ただいて、そちらでこちらも収入等の状況を精査して放棄するのが適
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切であろうということで、債権放棄に至ったというものでございま

す。 

 以上です。 

 

 松林議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 なるほど、債務者との関係のやり取り分かりました。 

 こちらの第１番目のほうは、役場のほうで判断した理由が生活困窮

ということでしたけれども、生活困窮ということであれば、当然、こ

の人に対して、生活保護の受給者にあんたなってもいいんじゃないか

という手を差し伸べてもいいような気がしますけれども、そういうこ

とをする、しない必要性があるかないかというふうな判断と、それか

ら、町営住宅に入っている人には、生活保護を受給している人はいま

せんか。対象になっていないのか、もしいるとしたら、その支払いは

減免、一部なのかあるいは全部免除されるのがもしかすれば普通なの

かな。その辺のところはどうなっているかお聞かせください。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 この１番目の債務者につきまして、生活困窮ということで収入が国

民年金のみでありまして、生活保護の金額より若干低いという状況で

ございます。ちなみに、生活保護の受給を勧めるかどうかということ

については、例えばその現年分を納めることについて、現年分も滞納

しているということであれば強く勧奨するといったようなこともある

かもしれませんけれども、この方につきましては現年分も問題なく納

めていただいておりますし、滞納している分につきましても新しいも

のについては少しずつ返済して、納めていただいて、かつその後も納

めるという意思があるということで強くといったような経緯もありま

して、生活保護を強く勧奨するといったようなことは行っておりませ

ん。 

 次に、公営住宅の入居者に生活保護の受給者がいるかどうかといっ

た質問についてお答えします。 

 ちょっと人数については数えてはおりませんけれども、確かに公営

住宅の入居者については何人か生活保護を受給している方がお住ま
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いです。そして、その使用料につきましては、特に減免といったよう

なことではなくて、所定の金額について福祉事務所から直接納めて、

こちらに直接お支払いいただくようなこともございますし、また、あ

るいは本人から直接納めていただくパターンと両方あるということで

ございます。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第１０号を終わります。 

 

 松林議長  日程第７、報告第１１号、令和５年度おいらせ町公共下水道事業特

別会計継続費精算報告についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 それでは、報告第１１号についてご説明いたします。 

 議案書は２２ページ、２３ページになります。 

 本件は、令和４年度から５年度までの２年間の継続費を設定してお

りました下水道事業電算システム構築事業について、継続年度が終

了したため、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により継続

費の精算の報告をするものです。 

 継続費の内容につきましては、令和６年４月の下水道事業会計の

公営企業法適用に伴い企業会計システムを構築するもので、２年分の

計画額１，１１１万１，０００円に対し支出実績１，１１１万円、不

用額が１，０００円となったものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 
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 以上で報告第１１号を終わります。 

 

 松林議長  日程第８、諮問第１号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を

求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、諮問第１号についてご説明いたします。 

 議案書は２４ページから２６ページ、参考資料は９０ページになり

ます。 

 本案は、前委員であります西舘あい子氏の退任に伴いまして、後任

の委員候補者として川口晴彦氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

 川口氏は、昭和５３年４月から仙台国税局職員として勤務し、令和

２年７月に退職され、同年７月より十和田税務署再任用職員として

現在に至っております。税務署職員としての経験はもとより、地域に

おける人権意識を高める啓発活動や子供に関心があり、特にいじめ問

題には、各関係機関と連携を図り、貢献したいといった強い思いもあ

り、人権擁護活動に理解をお持ちの方であります。 

 人権擁護委員としてまさに適任者であると考え、候補者として推薦

いたしたく、賛同の意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 この人権擁護委員の推薦につきましては、これまでも何回も意見を

求められるという立場で勉強させていただきまして、年齢が、失礼し

ました、任期だとか国籍要件だとか、それから人口による配置基準だ

とかそういうことは習わせていただきました。ただ、いまだに年齢が

７０で切られるようなことだとか、７５歳が上限、それから、下のほ

うは何歳からなのかもぱっと私自身は知っていないし、そういうとこ

ろを、もう一回明らかにして確認したいということがございます。 

 それから、今、町長は、この方がまさに適任者であるということで、

こういう思いをお持ちの方だということで、その理由をお話ししてく
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れたわけですけれども、そういうふうな、こういうふうな人を推薦し

てくれという国からの文書とか、そういうものが町のほうに届いてい

るわけですか。それとも、漠然と法律を見れば分かるんだからとい

う、人権擁護委員法を見れば分かるんだからということで、そういう

のは一切なくて、ただ、推薦してくれというふうに来ているのか、そ

こを聞かせてください。 

 

 松林議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、西館芳信議員のご質問にお答えいたします。 

 まずは、人権擁護委員の年齢等の部分でのご質問については、新任

の候補者につきましては６８歳以下の者、再任の候補者の場合は７５

歳未満の者ということで運用基準が定められております。一方、下の

若い年齢についてはいつからかという部分でいきますと、人権擁護委

員法の第６条の第３項に、当該市町村の議会の議員の選挙権を有す

る住民でということでうたわれておりますので、その年齢以上という

ことになります。 

 あと、もう一つ目の質問で、何か文書が国、県から来ているのか、

法務局から来ているのかということでございますが、法務局から文書

が来ております。それには、人権擁護委員法の第６条第３号の規定に

は、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理

解のある方ということを選んでほしいと。それ以外にもいろいろな幅

広い分野から選んでほしいということで、その中で、さらに、地域社

会において信頼されるに足る人格、識見や中立、公正性さを兼ね備え

ていることということで、いろいろとこういう方を選んでほしいとい

うのが文書で来て、それに合わせて当町では候補者を選定して推薦す

るという形になっております。 

 以上です。 

 

 松林議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 文書が来ているのかと聞いたのは、まず第一に、私どもここで仮に

意見を述べたとしましても、その意見というのは、この人がこういう

ふうなことで適切だよ云々ということじゃなくて、町長が話した部分

を肯定するか否か、それだけですよね。駄目だと言ったってそれは別
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に何ら取り入れられるわけじゃない、町長が推薦したものがそのまま

任命機関まで届いて、そこで、県だかどうか分からないけれども、そ

こで決められるということで、私たちに意見は求めるけれど、ただだ

しに使われているなという思いしかありません。 

 なおかつ、人権というものに関しましては、もう一昔前というより

もこの５年間で、物すごい変遷の仕方です。例えば、今朝の明鏡欄、

東奥日報に出ていましたけれども、夫婦間の家事の分担、夫は家事に

協力すると言う、何だその協力するというのはと。基本的に同じじゃ

ないかという考え方だってハラスメントの一つをアピールする一つだ

と思いますし、ＬＧＢＴだとか、ＳＯＧＩ、ソジと言っているんです

か、あれとかそういうのを言われたって私たちは何のことだかも分か

らないし、それぞれ説明されてもどういうふうに対処していけば全然

分からない、いじめだとか、新聞見れば昔はそんなになかった性加害

の問題がいろいろ出てきています。 

 そういうふうな時代に、私が議員を拝命したときの３０年前のやり

方と何ら変わらない意見の求め方、これでいいのだろうかと、まさに

意見したくなるのはそこなんです。いいですよ、町長の話した人間に

賛成です。ただし、附帯決議としてこういう意見もありますというこ

とで、本当はそれをくっつけてやりたいんだけれども、それはほかの

問題として、本当に疑問を感じるんだけれども、町長いかがですか。 

 町長が推薦するということについて、こういうふうな人間を推薦し

たいなという思いでやってるのか、ただ、こういう文書が来ているの

でそれに沿ったものをちゃんと見つけてくれというふうに補助機関た

る課長にお願いしているのか、その辺ちょっとだけ触れていただけま

すでしょうか。 

 

 松林議長  町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 今人権擁護委員に対しまして西館議員の私見というんですか、思い

を伝えてもらいました。過去にもこういう意見があって、私が提案し

たときでは過去の思い出とすれば、こういう人をつけていいのか、駄

目とは言いませんけれどもこういう人でいいんですか、適任者ですか

という、ある人権擁護委員を提案したときそういう意見があって、次

の回にはもう提案できなくなったなという思いがありまして、非常に

慎重に人選をしております。 
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 その中におきまして、人権擁護委員、ほとんど無報酬に近いボラン

ティア活動に近い状況であって、適任者、しからばどういう人がある

かなと内部で相談し、検討しましたけれども、そうそう適任者という

のはないんだよなということであって、課長方と相談しながら、先ほ

ど課長が読み上げました項目に適任する、適材する人を探した結果、

ある程度公職に近いような経験者であり、また人間的にも、今まで

は、過去にはどうか全く問題のない人、そしてまた年齢的にも全く問

題ない人ということで人選させていただき、このようにして提案して

おりますんで。 

 議員の方々、意見を申し上げ述べるということですので、意見はあ

る、反対だというのは反対の意見でもいいし、賛成ですよというので

あれば賛成でもいいんですけれども、意見を求めるということで、こ

こで賛否を取るという問題ではないと思いますので、そういう少数意

見もあった、あるいは多数の意見もありました、あるいは大多数の人

から適任者ではないというような意見があれば取り下げざるを得ない

こともあるかもしれませんけれども、できれば先ほどもお願いしたよ

うに承認してくだされば大変ありがたいなと思いますし、また、我々

独自に探すのも大変です。あるいは、国、県、あるいは国に要望して、

じゃああなた方探せと言ってもなかなか難しい問題だと思いますん

で。 

 せっかくおいらせ町にそういう人が、承諾してくれた人がたまたま

今回２人出ました。そして、この人たち２人が、例えば、意見として

あるいは辞退してしまうとなると、おいらせ町は人権擁護委員がまだ

足りないわけですから、まだまだ足りなくなるということもあります

ので、現在思い当たる中では、この人は、私もある程度、人権という

んですか、人柄も知ってますので適任者であるのかなということで提

案しています。そういうことで西館議員の意見はどういう意見かは別

としまして、私の意見としてはそういうことで答弁させていただきま

す。 

 以上です。 

 

 松林議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 私がどういう意見かといいますと、別に町長推薦のこの方、本当に

経歴見ますと立派な方です。本当になかなか得難い人ではないかなと
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思って、何ら反対するものではございません。 

 私が話したかったのは、保護司の問題が、すごく今、一つの事件が

ありまして、保護司というものが脚光を浴びるという形になりました

けれども、それにも勝るとも劣らない人権擁護委員の大事な役割、

今、人権という人そのものの多様性によって、人権というのはどうい

うものかすごく難しい立場に立たされていろいろな思いをしながら働

かなければならない人権擁護委員という人たちを、本当に納得いって

推薦、あるいは意見が言えるような体制が、国から私どもの議会に本

当に意思が届いているだろうかということに疑問を持ったものですか

ら、一言申し述べさせていただきました。 

 この件については何ら反対するものでありません。賛成です。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 松林議長  日程第９、諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を

求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 それでは諮問第２号についてご説明いたします。 

 議案書は２７ページ、２８ページ、参考資料は９１ページです。 
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 本案は前委員であります齋藤晴美氏の退任に伴いまして、後任の

委員候補者として髙谷直子氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

 髙谷氏は、昭和５７年４月から一川目保育園職員として勤務し、平

成２６年４月より園長として現在に至っております。特に女性や子供

に関心があり、保育園職員としての経験を生かしながら地域における

人権意識の向上に貢献したいとの強い思いもあり、人権擁護活動に

理解をお持ちの方であります。 

 人権擁護委員としてまさに適任者であると考え、候補者として推薦

いたしたく、ご賛同の意を賜りますようよろしくお願いします。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案について、原案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第２号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 松林議長  ここで暫時休憩いたします。１１時１５分まで休憩とします。 

 

  （休憩 午前１０時５７分） 

 松林議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午前１１時１５分） 

 松林議長  日程第１０、議案第４１号、おいらせ町農業委員会の委員の定数に
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関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第４１号についてご説明申し上げます。 

 議案書２９ページ、３０ページをご覧ください。 

 本案は、来年４月１日の町農業委員会委員の改正に際し、町農業委

員の数を見直しし、定数を減数変更するため提案するものであり、先

月８月２３日開催の議員全員協議会において、見直しの経緯や理由、

改正内容等をご説明したものであります。 

 改正箇所でありますが、新旧対照表でご説明いたします。 

 議案書９２ページをお願いいたします。 

 ９２ページ、条例の新旧対照表が載せてあります。条例第２条の委

員定数について、現在の１９人から１４人に改正するものであり、条

例の施行は、令和７年４月１日からとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。訂正いたします。な

しと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４１号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 松林議長  日程第１１、議案第４２号、おいらせ町地方活力向上地域に係る固

定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（堤 雅之君） 

 それでは、議案第４２号についてご説明申し上げます。 

 議案書は３１ページから３２ページ、新旧対照表は９３ページから

９５ページになります。 

 本案は、地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令

の一部改正に伴い、固定資産税の特別措置の対象となる特定業務施

設を追加するため提案するものであります。 

 具体的には、地域再生法に基づく地方活力向上地域内において、県

知事から整備計画の認定を受けた事業者が特定業務施設に当たる事

業所であったり、研究所や研修所を新たに増設する場合において、固

定資産税が３年間軽減されるという制度を利用する際に、東京圏など

から地方へ従業員の移住が想定されますが、地方における雇用の創出

に当たっては、事業者の従業員の子育て環境について、東京圏と比較

して遜色ない環境を整備する必要があることから、特定業務児童福祉

施設に当たる従業員の児童専用の保育所を併せて整備する事業も含

むよう見直しするものであります。 

 なお、固定資産税の減額に伴う町の減収額に対しては、地方交付税

による補塡の対象になっていることを申し添えます。 

 それでは、詳細な改正内容につきましては、新旧対照表で説明しま

すので、９３ページをご覧ください。 

 よろしいでしょうか。 

 初めに、第１条の下線部分ですが、新設する事業所であったり、研

究所や研修所に該当するのが特定業務施設となりますが、これに併せ

て整備することにより、固定資産税の減額の対象となる従業員の児童

専用の保育所に該当する特定業務児童福祉施設を追加しまして、こ

れらを合わせて特定業務施設等と定義するものであります。 

 続いて第２条です。 

 ９４ページ上段の下線部分をご覧ください。 

 第１条と同様に、これまでの特定業務施設と今回新たに追加する

特定業務児童福祉施設を合わせて特定業務施設等と定義するもので
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あり、これは９４ページ下段の第３条と９５ページ上段の第７条の下

線部分も同様であります。 

 それでは、３２ページをご覧ください。 

 よろしいでしょうか。 

 最終行、附則にあるとおり、本改正条例の施行は公布の日からとし

ております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ここに記載されています特定業務児童福祉施設等というのは、具体

的にどのような施設を指すのかお願いします。 

 

 松林議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（堤 雅之君） 

 それでは、お答えいたします。 

 まず、特定業務施設でありますけれども、こちらは事業所、研究

所、研修所が対象になるものですけれども、ご質問の特定業務児童福

祉施設につきましては、今言った事業所、研究所、研修所の整備に併

せて新設される従業員の児童専用の保育所を言います。よって、例え

ば今現在、町内の保育所に通っているような、この事業所とは全く関

係ない子供は入所できない、そういった託児所のようなものになりま

す。 

 以上です。 

 

 松林議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 先ほどの説明の中で、例えば東京圏から当町に来た場合のそういう

研究施設等の場合は、そういう託児所等を設置、認定されれば設置が

できて入所できる、まずこの辺そういうことかなとは思うんですが、

その研究所とか何をもってどのような施設、国、県が認定するという

ふうな、ちょっとその辺の範囲、分かる範囲でどのような研究をする

施設なのか、国内の企業であるのか、外資であるのか、その辺の縛り
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というのがあるんでしょうか。 

 

 松林議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（堤 雅之君） 

 それではお答えいたします。 

 まず、どういった事業が対象になるのか、どういったものが対象に

なるのかということですけれども、細かく具体的なものは法令として

挙げられているものはございませんが、例えば、試験研究を行う施設

であるとか、それに対しての附属設備、そういったものが挙げられて

いますので、具体的にどういうものかというのはちょっとここでお答

えするのは非常に難しいものであるというふうにご理解いただければ

と思います。 

 もう一点、国内の事業所なのか海外の事業所なのかというところで

すけれども、こちらはそもそも東京圏、例えば東京だったり神奈川県

だったり、そういった人口の集中地区から地方へ、そういった本社機

能を移転しようという、もともとの制度上の目的がございますので、

海外は含まれないということになります。 

 以上です。 

 

 松林議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 元になるというか、国の機関は総務省ですか。どちらになるんでし

ょう。 

 それと、中央、人口集中している東京圏というところから、地方

に、そういったものは以前からも制度がいろいろあってあれなんです

が、従来、例えば県内でそのような事業を、研究とか立ち上げた場合

とか、限定的に都市圏なのか、その辺も併せて、すみません、しつこ

いようですが、分かる範囲でお願いします。 

 

 松林議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（堤 雅之君） 

 それでは、まず１点目です。総務省なのかどうかということでお答

えしたいと思うんですが、まず今回の条例改正の元になっております

省令というのが総務省令でありますので、総務省の管轄ということに

なります。 
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 続きまして、県内でのエリアでした。（不規則発言あり）なるほど。

お答えします。 

 こちらの事業、町の固定資産税の減額の話ではあるんですけれど

も、もともと青森県知事の認定を受けた事業がそもそも対象というこ

とになりまして、青森県自体は地方活力向上地域に全て入っていると

いう認識であります。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 

 １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 今のところでちょっと私も確認したいんですけれども、地方活力向

上地域というのは、おいらせ町ですとどの地域を指すのか説明してい

ただきたいと思います。 

 それから、さっき質問の中で、この業種、研究所、事業所、研修所

を地方移転する企業の業種とかそういうのというのは、県知事が認定

しているんだったら、もうそれは分かるんじゃないですか。どういう

業種が対象になりますというのは分かるんじゃないかと思うんですけ

れども、ここのところをもう一度説明をいただきたいと思います。 

 それと、県内に、今のこの活力向上地域に入る際に県知事の認定が

必要だとしているところということになりますけれども、国の場合で

すと、先ほど総務省が所管だということですけれども、総務省は法的

な部分だけで、私はもっと違う所管が企業移転とかそういうの担当じ

ゃないかなと思うんですけれども、この３点お聞かせいただきたいと

思います。 

 

 松林議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（堤 雅之君） 

 それではお答えします。 

 まず町内のエリアはどこかというところにお答えしたいと思います

が、おいらせ町全域であるということで認識しております。 

 続きまして、どういった業種があるのかというところのご質問でご

ざいましたけれども、申し訳ございません、私はそこまで把握してい

ないということでご了承いただければと思います。 

 最後は、所管のお話に対してお答えしたいと思います。 
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 まず、私が申し上げました総務省というのは、この条例改正の基に

なった省令の所管が総務省でありますので、今回の条例改正に関して

は、総務省が元であります。ただ、もともとの地域再生法でいきます

と、たくさんの省庁が絡んでくるものと認識しているところです。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４２号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  日程第１２、議案第４３号、おいらせ町国民健康保険条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、議案第４３号についてご説明申し上げます。 

 議案書では３３ページから３４ページ、参考資料は９６ページにな

ります。 

 ご用意できましたでしょうか。 

 それでは、本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い被保険者証が

廃止されることから、所要の改正を行うため提案するものでございま

す。 

 その内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。 

 参考資料の９６ページをご覧ください。 
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 ９６ページの表中の第１３条中、第９項を第５項に、「若しくは虚

偽の届出をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被

保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は」を「又は虚偽の

届出をした場合においてはその者に対し」に改めるものであります。 

 なお、施行期日は令和６年１２月２日となります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 確認しておきたいんですが、これはマイナンバーにおける保険証の

廃止という流れです。いずれも課長から説明を受けましたけれども、

紙の保険証、マイナンバーをつくっていなくても確認書というものが

発行されて、従来、カードがなくても通常どおりの医療を受けること

ができると、そういう仕組みになっているみたいですが、ただ、医療

側、病院個人、個人院さん、随分とマイナンバーを読み込む、そうい

うものが国で積極的に進めている状態であるみたいで、これを要求さ

れて保険証以外では、マイナンバーカード以外では、うちでは受け付

けませんという、こういう事例もお聞きになっていると思うんです

が、今混乱している状態、そういう、その辺の認識はもちろん課長も

あると思うんですが、当町において、いろいろな相談とか心配事が寄

せられていると思いますがその辺、若干ご説明お願いします。 

 

 松林議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、川口弘治議員のご質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードが保険証と一体化になるということで、今、当

課においてもカード申請が増えている状況にあります。そんな中で、

医療機関のほうでマイナンバーカードの利用を促している状況もあ

りまして、かなりの高齢者の方も保険証がなくなるからカードをつく

りにきたということで訪れております。 

 病院で、もちろん国からいろいろお金も出ていまして、そういうマ

イナンバーカードの保険証としての利用率を高めたいということでい

ろいろ助成もしながら、それによって、病院のほうでは宣伝して保険
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証もなくなるからカードをつくってよというような形で、誤解される

ような、もしかしたら説明をなさっている部分も、もしかしたらある

かもしれないと思って、それで慌てて高齢者の方が保険証をつくりに

来ている状況もあるのかなとは思っていますが、先ほど議員もおっし

ゃるとおり、資格確認書というのが今後出ますので、今の現行の紙の

保険証もおいらせ町においては有効期限が来年の７月３１日まで使

えます。 

 新たに国保の資格を取った人、後期の資格を持った人には随時資

格確認書をお出ししますので、もちろんマイナンバーカードでもう既

に保険証としての登録をしている方にはそれはつくらないことになり

ますが、持っていない方、あとは登録していない方については資格確

認書が代わりになりますので、ちょっとそれで使えると、カードを使

わなくても使えるということがちょっと誤解されて、今混乱を招いて

いるのかなと思っておりまして、当課においてもそういった周知は、

窓口に来たお客さんにはカードをつくるのは強制でもない任意だと、

あくまでも任意だと、これが、今後いろいろなものがこのカードに、

免許証とかの話もありますので、いろいろ利便性が高まるという話は

しますが、絶対つくってねということはうちでも言いませんし、なく

ても大丈夫ということは周知していましたので、今後もそういった意

味で、広報、ホームページ等で丁寧に周知していくこととしておりま

すのでご理解いただければと思います。 

 

 松林議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ありがとうございます。そういった町民の不安を丁寧な説明で、こ

れからも、ひとつ周知のほうお願いしたいと思います。 

 現状として、このマイナンバーカード、任意のカードを介護保険、

国民の世界に類を見ないいい制度を、国のほうで急にマイナンバーカ

ードを進めることによっていろんな混乱が生じているのも事実だそう

です。データ読み込みで、データが全然保険証と結びつかない、そう

いうシステムエラーもあって、１０割負担をさせられたという事例が

発生して、国が進める割には現場のほうで非常に混乱しているとい

う、そういう現状もあるということを認識して、丁寧な町民に不安を

与えないような説明をこれからもよろしくお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 
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 松林議長  ほかにございませんか。１１番。１０番、次。 

 １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 この国民健康保険者で、マイナンバーカードを取得している比率と

いうのは何％ぐらいになるんですか。 

 私も、もうその上のほうになったんであれですけれども、いろいろ

聞かれるんですけれども、マイナンバーカードを持っていない、取っ

ていない、そういうふうな高齢者については、非常に今、いろいろな

意味で制度的な切替えとか、そういうもので不安を感じている人がい

ますんでこの辺をお知らせいただきたいと思います。 

 

 松林議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、平野議員のご質問にお答えいたします。 

 まず国保での保険証、カードを持っている比率ですね。まずは、国

民健康保険のほうでいきますと、マイナ保険証として登録している率

になりますが、６２％の方がもうマイナ保険証として登録されており

ます。ついでに申し上げますと、医療機関での利用率、７月現在で、

７月時点ですけれども、１２．４９％ということで、まだまだ低い状

況にあります。 

 一方で、７５歳以上の後期高齢者の医療保険のほうでございます

が、マイナ保険証の登録率としては５１．３１％、約半分が登録され

ていると。医療機関の利用率で申しますと４．９２％とかなり低い率

になっておりまして、全国的にもたしか１１％ぐらいだったと思いま

すので、当町の国保においては全国よりも高い利用率になっておりま

す。 

 あとはそういった制度に対する不安の部分はもちろんありまして、

特に要介護状態の高齢者ですとか障害者の方というのが、カードを使

って医療機関でスムーズに受診できるかという部分でのかなりの不

安があるということで、そういった方については、国としては要配慮

者ということで資格確認書を出して、資格確認書で従来どおり紙の保

険証代わりに使ってもらうということで対応するということでござい

ますので、以上でございます。 
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 松林議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 今説明を聞いてみて、非常に取得率が６２％、そしてまた後期高齢

の場合ですと５１．３％ということで、取得率が低いのに利用率がそ

れに伴って低いのはこれ当然だと思うんですけれども、やはり医療機

関によってはマイナンバーカードをまず提示してもらって保険証をつ

くりますよというのが、私もたまに行っているんですけれども、まず

最初にそれを言われるんですよ。 

 ですから、課長が言う資格確認書でも十分通用しますよと言ってい

るんだけど、医療機関の患者に対する説明というのがないので、もう

全てがマイナンバーカードで、自分たちが診察券をつくって交付する

というのが結構大きい、特に大きい病院ですと、私もおいらせ病院で

すぐつくりましたけれども、そういうのがあるんで、その辺非常に高

齢者の人方も、行ったときに思いがけないことを言われるので非常に

動揺しているというか不安を感じているというのがあるので、この辺

の対応の仕方というのがあったらお知らせいただきたいと思います。 

 

 松林議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（松山公士君） 

 それではお答えします。 

 先ほども川口議員の際にもお話ししましたが、どうしても今、医療

機関のほうは、国からのそういう要請等もありまして、マイナンバー

カードの利用を積極的に促すということもあって、最後の、実は持た

なくても大丈夫ということの説明がもしかしたら足りていないのかな

と思いまして、以前国でつくったチラシのほうも裏面にちょこっと資

格確認書というものがあって、それを指摘されて国では今前のほうに

今度チラシは持ってくるような状況もございまして、そういった部

分、我々から医療機関にということもちょっとあれなんで、そういう

声が多数あれば、そういったことで病院には、それだけじゃないよと

いうことは連絡したりとかということはしたいと思いますけれども、

まずは、保険証を持って今医療機関にかかってる町民の方に丁寧に説

明したいと思っておりますので、また広報に、１１月号にでもまた大

きい記事で、そういった現行の保険証もいつまで使えるし、今後資格

確認書も出ますということで安心してもらうような記事を掲載した

いと思っておりますので、そういった方法で周知したいと考えており
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ます。 

 以上です。 

 

 松林議長  １１番、はい。１０番。 

 

質疑 １０番 

（日野口和子君） 

 私事になると思いますけれども、ただいまの平野議員がおっしゃっ

たとおり、私は昨日、どうしても膝が痛いからと病院に行きました。

そして、マイナンバーカードを使わなきゃなと思って出したらいや、

うちは保険証を出してくださいということを言われました。そうした

ら正直言って混乱しましたけれども。 

 これから、マイナンバーカード、一体どういう方向に行くのかなと

いう不安な思いでおりました。 

 以上です。 

 その思いを伝えました。 

 

 松林議長  答弁はよろしいですか。 

 

 １０番 

（日野口和子君） 

 はい。今平野議員の答弁しましたのであれですけれども、実際そう

いうことがあるということをお知らせしたいと思います。 

 

 松林議長  ありがとうございます。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４３号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 松林議長  日程第１３、議案第４４号、おいらせ町乳幼児医療費給付条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 保健こども課長。 

 

当局の説明 保健こども課長 

（鈴木政康君） 

 それでは、議案第４４号についてご説明申し上げます。 

 議案書の３５ページと３６ページをご覧ください。 

 新旧対照表は９７ページになります。 

 本案は、青森県乳幼児はつらつ育成事業実施要領の一部改正に伴

い、所要の改正を行うため提案するものであります。 

 詳細について新旧対照表でご説明いたしますので、９７ページをご

覧ください。 

 第３条中、「所得」の次に、「児童手当法施行令の一部を改正する

政令による改正前の」を加え、これにより、改正前の児童手当法施行

令の第２条及び第３条の規定に基づき算出した額を、引き続き本条

例において所得と定義するものであります。 

 なお、本条例は令和６年１０月１日から施行するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４４号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 松林議長  日程第１４、議案第４５号、おいらせ町包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例及びおいらせ町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

について議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（澤頭則光君） 

 それでは、議案第４５号についてご説明申し上げます。 

 議案書の３７ページから３９ページ、新旧対照表は９８ページから

９９ページになります。 

 まず３７ページをご覧ください。 

 本案は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、地域包括支援セン

ターにおける職員配置の柔軟化に関して、必要な事項を定めるため条

例の一部を改正するものです。 

 その改正内容についてご説明申し上げますので、議案書９８ペー

ジ、新旧対照表をご覧ください。 

 １つ目の改正は、（１）おいらせ町包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例の一部改正となります。 

 個別の改正概要を説明しますと、上段にあります第２条は定義を定

めております。第２条第４号における改正は、介護保険法施行規則の

一部改正に伴い、引用する条項に変更があったため改めるものです。 

 次に、第４条をご覧ください。 

 ここでは、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員

の員数が定められておりますが、現行では、一つの地域包括支援セン

ターに配置する専門職の配置職員は、第１号被保険者の数がおおむ

ね３，０００人以上６，０００人未満ごとに、保健師１名、社会福祉

士１名、主任介護支援専門員１名の３職種の常勤職員を置くことと

なっております。現在、全国的にセンターに配置されるべき専門職員

確保が困難になってきている状況に鑑み、改正後は、町の介護保険運

営協議会が認めた場合で、非常勤職員配置でも常勤職員と同等の勤

務時間数を確保する場合は、非常勤職員の配置でも基準を満たすこ
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ととなります。 

 なお、おいらせ町の地域包括支援センターの専門職員は、現在全て

常勤職員であり基準を満たしております。 

 ９９ページをご覧ください。 

 第４条第１項３号の改正は、省略可能な条文であるため、所要の改

正を行ったものです。 

 次に、（２）おいらせ町指定介護予防支援等の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部改正についてご説明いたします。 

 同じく９９ページ、新旧対照表をご覧ください。 

 １３条第１項第１号における改正は、介護保険法施行規則の一部

改正に伴い、引用する条項に変更があったため改めるものです。 

 なお施行日ですが、いずれの条例も公布の日から施行するものとし

ております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４５号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  昼食のため、１３時３０分まで休憩します。 

 

  （休憩 午前１１時５４分） 
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 松林議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午後 １時３０分） 

 松林議長  日程第１５、議案第４６号、おいらせ町学校給食費の免除に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは、議案第４６号についてご説明申し上げます。 

 議案書４０ページ、４１ページをご覧ください。 

 本案は、青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活

用して、他市町村から区域外就学する児童生徒等を学校給食費無償

化事業の対象とするため、免除対象者を定める規定から住所要件を

削り、対象範囲を拡大する改正を提案するものであります。 

 その内容につきましては、添付参考資料の新旧対照表でご説明いた

しますので、議案書の１００ページをご覧ください。 

 第３条、免除の対象を定める規定中、後段の「で、おいらせ町に住

所を有する者」を削るものであります。 

 なお、施行日は令和６年１０月１日からとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 ３番。 

 

質疑 ３番 

（小笠原伸也君） 

 １０月１日から県の交付金も始まるということで、人数が１０人未

満だったような、前回会議で出ていたような気がするんですが、改め

て人数と、それから１食当たり、県の１食当たりの金額、小学校、小

学生、中学生と当町の給食費の経費、小学生、中学生向けの給食費、

これは同じなのかどうか。 

 それから１０月１日から、メニュー的にこれまでどおりほぼ同じよ

うなメニューを提供する意向なのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

 松林議長  学務課長。 
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答弁 学務課長 

（福田輝雄君） 

 お答えいたします。 

 対象となる人数につきましては、令和５年、今年の５月現在になり

ますけれども、区域外就学している児童生徒につきましては１２名

で、就学願い、要は外国籍の子供につきましては４名、合わせて１６

名が対象となる予定となっております。 

 あと単価のほうですけれども、おいらせ町につきましては、今年の

４月から小学校、中学校それぞれ２０円ずつ、物価高騰の関係もあり

ますので、単価のほうを引き上げさせていただいております。小学校

につきましては、１食２７５円、中学校につきましては３２０円で設

定をしております。 

 あと県のほうの交付金の平均単価、県内の平均単価で単価設定を

しておりますけども、小学校２８０円、中学校３１０円という設定に

なっておりますので、県の平均よりは、それぞれ小学校につきまして

は５円ほど低い、中学校につきましては１０円ほど高いという形にな

っております。 

 あとはよろしかったでしょうか。 

 分かりました。メニューにつきましては、物価高騰分を引き上げた

という部分につきましては、やはり、この交付金を使う使わないにか

かわらず、子供たちについてはこれまでどおりのメニューで対応する

形としております。 

 

 松林議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（小笠原伸也君） 

 町では、ホームページに給食の見本だか例だか、写真も給食のお盆

に乗ったご飯とかおかずがついた写真も載せてあるんですが、結局保

護者のほうで、これは県の無償化事業の一環でこうなっているのかと

か、あとほかの町村と比較する場面がもしあった場合、別に比較する

必要ないんですが、何か心配することとか出てくることはないのかど

うかお聞きしたいと思います。 

 

 松林議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（福田輝雄君） 

 これまでも、議員の皆様から給食費の無償化に携わって学校給食の

内容ということでご指摘をいただいております。私も確認したとこ

ろ、文科省から児童生徒１人１回当たりの学校給食費の摂取基準と
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いうことで、カロリーであるエネルギーであったりたんぱく質、糖

質、ナトリウム、カルシウム、それぞれビタミン等々の基準が示され

ております。その中につきましては、小学校につきましては、低学年、

１年生であったり、３、４年生の中学年、あと高学年という形で学年

による、または中学生はこのくらいのカロリーですよという基準が定

められています。 

 おいらせ町はどういう形で皆さんのほうにお示ししているかという

と、ちょっとたまたま持ってきていましたけれども、毎月給食センタ

ーのほうで献立表をつけております。その献立表のところにカロリー

とたんぱく質だけになるんですけれども、この食事につきましては何

カロリーですという形でお示しさせていただいておりますので、そう

いう部分を確認いただければ、ちゃんと基準に満たしている給食にな

っているということは見えると思いますし、またこの献立表につきま

してはホームページに掲載をしておりますので、皆さんが見たいとき

に見られるような形になっておりますので、そこで確認していただけ

ればと思います。 

 ただし、ほかの市町村と比べるということはなかなかしておりませ

んので、そこの部分は、皆さんこの文科省の基準に沿ってやっている

という解釈で見ておりますので、そんなに、メニューの内容について

はそれぞれの工夫がありますので変わったものがあるかと思いますけ

れども、必要なカロリー、必要な給食を提供しているということで確

認をしています。 

 以上です。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４６号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  日程第１６、議案第４７号、木ノ下中学校講堂改築工事（建築）請

負契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは、議案第４７号についてご説明申し上げます。 

 議案書４２ページ、４３ページをご覧ください。 

 入開札一覧表は１０１ページになります。 

 本案は、木ノ下中学校講堂改築工事施工のため建設工事について、

去る８月２１日に、株式会社柏崎組ほか１１者により指名競争入札

を執行したところ、６億９，８５０万円で株式会社柏崎組が落札者と

して決定しましたので、契約を締結するため提案するものでありま

す。 

 なお、本工事の施工により、アリーナのほか、多目的室、男女更衣

室やトイレ等を備えた鉄筋コンクリート一部鉄骨づくり２階建ての

木ノ下中学校講堂を令和７年８月２９日までに整備するものであり

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 我が町の子供たちの成長に資する教育施設の一つが建設に向かっ

ているということについては、本当に何ら異論はありません。ただ、

この議案をもっと理解度を深めるために、私の疑問を一つ解消させて

ください。 

 私、これ初めリフォームだと思っていました。金額から何かして、

もうほとんど全部ひっくるめると１０億円近い形になるということ

で、改めて見たら改築だけれどもこれは新築でないのかなと思いまし

た。改築とか、建築だとか新築だの定義というのについては分からな
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いんだけれども、同じ場所に新しく建てれば新築でなくて改築になる

のかなということで、何でこれ新築にしなかったのか、そうしないで

改築というのが妥当だよという通達、関係の通達だとか、そういうふ

うな文書類だとか、この根拠になるものが何かあるのであったら教え

てください。 

 

 松林議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（福田輝雄君） 

 お答えいたします。 

 すみません、そこまでちょっと詳しくは準備はしていなかったの

で。ただし、私たちの解釈の中で、新しく学校とか造っていく、今ま

でなかったものを造る場合が新築、この改築につきましては今あった

ものを壊す、もしくはリフォームする場合もあるかもしれないんです

けれども、そういう場合の改築という形の解釈でいるところがありま

す。 

 ただ、この建物につきましては、防衛省の補助金であったり、文科

の補助金につきましても補助申請をしておりまして、名称としまして

は改築ということで補助申請等をしているところから、そういう区分

けになっていると思って進めております。ただ、西館議員が納得する

形の、今ちょっと資料を持ち合わせていませんでしたので、そこのと

ころはご容赦願いたいと思います。 

 以上です。 

 

 松林議長  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４７号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  日程第１７、議案第４８号、木ノ下中学校講堂改築工事（電気設

備）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは議案第４８号についてご説明申し上げます。 

 議案書４４ページ、４５ページをご覧ください。 

 入開札一覧表は１０２ページになります。 

 本案は、木ノ下中学校講堂改築工事施工のため、電気設備工事につ

いて、去る８月２１日に、株式会社パル電装技研ほか９者により指名

競争入札を執行したところ、５，６６８万３，０００円で、有限会社

アイテックが落札者として決定しましたので、契約を締結するため提

案するものであります。 

 なお、本工事の施工により、講堂及び渡り廊下に必要な電気設備を

建築工事同様、令和７年８月２９日までに整備するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４８号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４６－ 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  日程第１８、議案第４９号、木ノ下中学校講堂改築工事（機械設

備）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは、議案４９号についてご説明申し上げます。 

 議案書４６ページ、４７ページをご覧ください。 

 入開札一覧表は１０３ページになります。 

 本案は、木ノ下中学校講堂改築工事施工のため、機械設備工事につ

いて、去る８月２１日に不二興管工業株式会社ほか９者により指名

競争入札を執行したところ、６，７６５万円で株式会社成田総合設備

が落札者として決定しましたので、契約を締結するため提案するもの

であります。 

 なお、本工事の施工に当たり、講堂内の給排水・衛生設備、温度保

持換気設備等の必要な機械設備を建築工事同様、令和７年８月２９

日までに整備するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 松林議長  日程第１９、議案第５０号、いちょう公園テニスコート人工芝等更

新工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 社会教育・体育課長。 

 

当局の説明 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

 それでは、議案第５０号についてご説明申し上げます。 

 議案書４８ページ、４９ページ、入札結果は１０４ページとなりま

す。 

 本案は、いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事を実施するに

当たり、去る８月２１日に株式会社柏崎組ほか８者により、条件付一

般競争入札を執行したところ、６，７１０万円で株式会社種市建業が

落札者と決定しましたので、この契約を締結するため、地方自治法第

９６条第１項第５号及びおいらせ町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、契約を締結

するため提案するものであります。 

 いちょう公園のテニスコートは、人工芝に関しては２０年以上改修

がなされていないことから、人工芝の改修やテニスポストの更新など

の工事を行うものであります。 

 なお、契約期間は令和７年３月３１日までとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５０号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 
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 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  日程第第２０、議案第５１号、いちょう公園体育館移動式バスケッ

トゴール購入契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 社会教育・体育課長。 

 

当局の説明 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

 それでは、議案第５１号についてご説明申し上げます。 

 議案書５０ページ、５１ページ、入札結果は１０５ページとなりま

す。 

 本案は、いちょう公園体育館移動式バスケットゴールを一対購入す

るに当たり、去る８月２１日に、ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー

タケダスポーツ下田支店ほか８者により指名競争入札を執行したと

ころ、６２７万円で株式会社石岡燃料スポーツが落札者と決定しまし

たので、この契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号

及びおいらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により、契約を締結するため提案するもの

であります。 

 なお、契約期間は令和７年１月３１日までとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １番。 

 

質疑 １番 

（小向幸祐君） 

 １番小向です。２点確認させてください。 

 しばらく老朽化でバスケットゴールがいちょう公園体育館からい

なくなっていました。今準備、購入の手続が進んでいるのはありがた

く思っております。 

 その中で２点確認です。 

 前回のは老朽化の関係でしたが、小学生用、ミニバスケットボール

の対応ができない、ゴールの高さの位置の調整ができない状態でし

た。これはバスケットゴール、中学校以上の固定かミニバスも使える

高さ調整ができるものかの一応、１点確認。 
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 あとは、取りあえず当面はいいかと思います。一対、アリーナの片

面、向かい合わせで一対ということで段取りさせてもらっています

が、将来的に、もう一対の計画、現状、長い目であるかどうか、その

２点確認させてください。 

 

 松林議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

 それでは、２点ご質問いただきましたので、お答えしたいと思いま

す。 

 今回購入するバスケットゴールにつきましては、ミニバス機能がつ

いているものになっておりまして、一般の方が使う場合とミニバスの

方が使う場合で高さ調整が、手動式ではありますけれども、可能なも

のであります。 

 また２点目、もう一対の購入についてのご質問かと思いますけれど

も、今回のバスケットゴールにつきましては、スポーツ振興くじ助成

事業という補助事業を使って購入しておりまして、この補助事業につ

いては、先ほど説明いたしましたいちょう公園のテニスコートの更新

工事もこちらの補助金を使って整備することになっております。今年

度、こういった形で２つの事業を行うわけですけれども、いちょう公

園の体育館のバスケットゴールもう一対については、こちらの事業を

使って、できれば来年度以降やっていきたいということで考えており

ます。 

 一対だとやっぱり試合の対応とかできない、そういう部分も出てく

るのかと思っておりますので、なるべく早い段階でもう一対購入して

環境を整えたいと思っております。それまで、町民交流センターで２

コート使えますので、試合等はそちらで対応していただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

 

 松林議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 私は、入札、入開札の一覧表を見て、辞退がほとんどで２者しか応

札していない。こういうふうな場合は、この２者でいいのか。別に法

的に触れるとかそういうふうなのがないのか。これを確認したいと思

います。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５０－ 

 

 松林議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（田中淳也君） 

 お答えいたします。 

 今回の場合は、結果して見ると９者の指名をしておりまして、辞退

が７者あって、応札したのが２者ということになっております。これ

でいいのかということですけれども、制度上はこれで大丈夫です。例

えば、極端な話１者しか参加しなくても、一応成立することになって

おります。 

 以上です。 

 

 松林議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 １者でも予定価格以内であれば可能だという説明だと思うんです

けれども、何でこれだけ辞退になったのか、ちゃんと指名をして、そ

れを受けているわけですから、理由は分かりますか。 

 

 松林議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（田中淳也君） 

 お答えいたします。 

 まず、指名する時点では、設計書に記載されている納入物品を納入

できるか、あと予定価格の中でできるかというのは分からないという

ことで指名はしておりますけれども、指名する時点では、近隣の９者

選定をして指名をしておるところでございます。 

 辞退が７者あるんですが、辞退理由ですけれども、上から、タケダ

スポーツ下田店は仕様書を満たす物品納入が困難、それからその下

が、サンメディカル八戸営業所は取扱いがない。それからその下が、

苫米地教材社は仕様を満たす物品の調達が困難。その下、クドー事務

機、予定価格内の入札が困難。その下、東京堂三沢支店も同じく予定

価格内の入札が困難。１つ飛びまして、オフィスワイエムについても

予定価格以内の入札が困難、最後、下斗米教材については都合により

ということで、詳細な理由は分かりません。 

 以上です。 

 

 松林議長  １１番。 
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質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 これによると、設計仕様の仕方と予定価格の設定に問題があったん

じゃないかと私思うんですけれども、結局価格が合わないのが３者、

４者ですか、そういう形で設計がなされたのか。これは、試算したの

というのは担当課でやったんですか、どこでやったんですか。 

 

 松林議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

 それではお答えいたします。 

 設計につきましては社会教育・体育課のほうで行っております。設

計業務につきましては、設計業務委託ということで業者に委託をしま

して、図面、現状を確認した上で金額を出していただいたということ

で、設計業者で行ったということになります。 

 

 松林議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 ２点ありました。１点は、今、辞退の理由ということで理解しまし

た。 

 もう一点は、この価格に関しまして、予定価格７００万円というこ

とで設計したわけですけれども、私も若い頃は今より背が高くてバス

ケット部に所属したこともありました。でも、昔の人間でしょうね、

今の移動式のバスケットのゴールが７００万円するというのは到底

理解できないです。 

 リモートだとか、ＡＩだとかそういうのがつけば、それは値段も跳

ね上がるのかなと思うけれども、これは一体どういうものなんです

か。そしてこれは今一対ということでしたけれども、２対発注したと

いうことになれば、これは練習だけじゃなくて試合にも使えるものか

なと思ってばかな判断するんだけれども、一対ということで、これ練

習だけなのかなというふうに思います。 

 こういう機械メーカーに頼まないで地元できないのかな、地元のも

っと安くしてくれる、設計するような、１００万円ぐらいでやってく

るようなところはあっても、何の不思議もないと思うんだけれど、そ

んな発想はむちゃですかね。お願いします。 

 

 松林議長  社会教育・体育課長。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５２－ 

 

答弁 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

 それではお答えいたします。 

 まずこのバスケットゴールですけれども、上下させるのに手動式で

ありまして、キャスターがついているということで、利用者からすれ

ば使いやすいものと言えると思います。以前設置されていたものにつ

きましては、非常に、電動で、本来であれば動かさなきゃならなかっ

たりですとか、あと動かすのに非常に人数がいるということで、今回

のものは２人ぐらいで動かせるような仕様で、非常に使いやすいもの

でありますし、試合にも対応できると思っております。 

 確かに試合、２コートなければいけないような試合には対応できな

いんですけれども、１コートでやるようなものであれば対応できる、

練習じゃなくても試合でもできると思っております。 

 あと、こちらのものについて町内の業者で対応できないかというこ

とだったんですけれども、うちのほうは、町外にはなるんですけれど

も、町内であればタケダスポーツさんですとか、あるいは町外の、今

回落札した石岡燃料スポーツさんとか、そういった実績のある、スポ

ーツ用品に関して、そういうところから見積りもらった上で積算した

ということであるので、価格についても特段高いという認識はござい

ませんし、妥当ではないのかなと考えております。 

 以上です。 

 

 松林議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（西館芳信君） 

 今課長もお話ししました答弁、納得できるものがありますけれど

も、確かにメーカーの人たちの辞退理由も、内輪の金額では実現でき

ないということだというのは分かりますけれども、２人で移動して手

動で使う、それが７００万円するのが当たり前なんだというのは、何

ぼ何でも、かつて百石中学校の畳処分するときの処分費がすごく高く

てびっくりしたこともありましたけれども、それ以来の驚きですね。 

 もう少し安いのが私は当たり前だと思うんだけれども、今の現状が

そういうことだということでそれは致し方ないと思います。 

（聞き取り不可）させていただきました。 

 終わります。 

 

 松林議長  ほかにございませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５１号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  日程第２１、議案第５２号、青森県後期高齢者医療広域連合規約

の変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、議案第５２号についてご説明申し上げます。 

 議案書では５２ページから５３ページ、参考資料は１０６ページに

なります。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部改正により、現行の被保険者証が廃止さ

れることに伴い、地方自治法第２９１条の３第１項の規定に基づき、

青森県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて協議す

るため提案するものです。 

 その内容について説明しますと、参考資料の１０３ページの新旧対

照表をご覧いただきたいと思います。１０６ページです、すみませ

ん。１０３ページではなくて１０６ページの新旧対照表をご覧くださ

い。 

 別表第１の２及び３中、「被保険者証及び資格証明書」を「資格確

認書等」に改めるものであります。 

 なお、施行期日は令和６年１２月２日となります。 

 以上で説明を終わります。 
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 松林議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５２号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございせんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 松林議長  議長の都合により、ここで１５分間休憩いたします。２０分まで休

憩いたします。 

 

  （休憩 午後 ２時０４分） 

 吉村副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午後 ２時２０分） 

 吉村副議長  議長に代わり副議長が暫時、議事を進行いたします。 

 それでは、日程第２２、議案５３号、令和６年度おいらせ町一般会

計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（田中淳也君） 

 それでは議案第５３号についてご説明申し上げます。 

 議案書は５４ページから６２ページになります。 

 本案は、既定予算の総額に２億７，１０９万円を追加し、予算の総

額を１２４億３，７１５万９，０００円とするものであります。 

 ５９ページをお開きください。 
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 第２表継続費補正は、戸籍情報システム等標準化事業について、年

割額を変更するものです。 

 ６０ページをご覧ください。 

 第３表繰越明許費は、町民交流センター照明器具改修事業につい

て、年度内の完了が困難なことから予算を翌年度へ繰越しして使用す

るため設定するものです。 

 ６１ページをご覧ください。 

 第４表債務負担行為は、児童館指定管理料について、令和７年度以

降の契約事務を進めるに当たり、令和７年度から令和１１年度までの

５年間で、限度額３億５，４５７万１，０００円の債務負担行為を設

定するものです。 

 ６２ページをご覧ください。 

 第５表地方債補正は、みなくる館照明器具改修事業の追加につい

ては、照明器具のＬＥＤ化のため、脱炭素化推進事業を活用するもの

です。北公民館改修事業など３件については、事業費の変更に伴い限

度額を変更するものです。 

 続いて、歳入歳出予算の主な内容についてご説明いたしますので、

別冊の令和６年度一般会計補正予算（第３号）に関する説明書をご用

意ください。よろしいでしょうか。 

 歳出の主な内容からご説明いたします。 

 １３ページをご覧ください。 

 ２款１項５目財産管理費の２４節公共施設整備基金積立金１，２

７３万２，０００円の増額は、木ノ下中学校講堂改築事業に充当する

予定の核燃料物質等取扱税交付金の積立額変更に伴い計上するもの

です。 

 １６ページをご覧ください。 

 ３款１項３目高齢者福祉費の２７節介護保険特別会計繰出金１，

２４４万９，０００円の減額は、特別会計の事業費の補正に伴い計上

するものです。 

 １７ページをご覧ください。 

 ３款２項２目児童措置費の１９節児童手当７，９４５万円の増額

は、児童手当法改正により支給対象が拡大されたことに伴い計上する

ものです。 

 １８ページをご覧ください。 

 ４款１項２目予防費の１２節高齢者新型コロナウイルスワクチン
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接種委託料４，０６７万円の増額は、接種費用が変更になったことか

ら計上するものです。 

 ２３ページをご覧ください。 

 ７款１項３目観光費の１２節委託型地域おこし協力隊業務委託料

４３５万６，０００円の追加は、町と受入れ団体が委託契約し、受入

れ団体が協力隊員を雇用して事業を実施するため計上するものです。 

 ２７ページをご覧ください。 

 １０款２項１目学校管理費の１７節庁用器具費１，１２５万１，０

００円の追加は、小学校への大型提示装置購入のため計上するもので

す。 

 ２８ページをご覧ください。 

 １０款３項１目学校管理費の１２節施設管理業務等委託料７９９

万７，０００円の増額は、百石中学校敷地内の危険木を伐採するため

計上するものです。同じく１７節庁用器具費６２１万４，０００円の

追加は、小学校と同様に中学校への大型提示装置購入のため計上す

るものです。 

 ３０ページをご覧ください。 

 １０款５項２目体育施設費の１４節町民交流センター照明器具改

修工事費３，２１９万７，０００円の増額は、小ホールの照明器具改

修工事費の追加により計上するものです。 

 主な歳出の説明は以上です。 

 歳入の説明に移ります。 

 ページが前のほうに戻りまして、６ページをご覧ください。 

 １款１項町民税５，６９０万６，０００円の増額及び１款２項固定

資産税４，１９６万円の増額は、賦課決定に伴い計上するものです。 

 ７ページをご覧ください。 

 １１款１項地方交付税２億８８５万２，０００円の増額は、普通交

付税の交付決定に伴い計上するものです。 

 １５款１項１目民生費国庫負担金の５節児童手当負担金７，４２

５万５，０００円の増額は、歳出で増額した児童手当に対する国庫負

担分を計上するものです。 

 ９ページをご覧ください。 

 １６款２項１目総務費県補助金の１節県核燃料物質等取扱税交付

金５，２７４万１，０００円の増額は、交付限度額が通知されたこと

に伴い計上するものです。同じく２目民生費県補助金の４節学校給



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５７－ 

食費無償化等子育て支援市町村交付金２，０５２万９，０００円の増

額は、交付決定見込額を計上するものです。 

 １０ページをご覧ください。 

 １９款２項１目財政調整基金繰入金３億６，１１２万８，０００円

の減額は、当補正予算の編成に係る財源調整として計上するもので

す。なお、令和６年度末時点の当該基金残高は予算ベースで約２０億

２，４００万円となる見込みです。 

 ２０款１項１目前年度繰越金６，１０５万４，０００円の増額は、

令和５年度決算に伴い計上するものです。 

 ２１款５項１目新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金４，

１９１万５，０００円の追加は、歳出の高齢者新型コロナウイルスワ

クチン接種委託料の増額分を補塡するための助成金を計上するもの

です。 

 １１ページをご覧ください。 

 ２２款１項５目町民交流センター改修事業債２，９００万円の増

額は、工事費の増に伴い計上するものです。 

 主な歳入の説明は以上になります。 

 ページが後ろのほうに飛びます。 

 ３１ページから３３ページをご覧ください。 

 給与費明細書には、給与費に係る今回の補正内容を集計、反映した

ものです。 

 次に、３４ページ、３５ページをご覧ください。 

 継続費に関する調書には、今回の補正内容を反映させた現在設定

している継続費の内容を掲載しております。 

 次に、３６ページから３８ページをご覧ください。 

 債務負担行為に関する調書には、今回の補正内容を反映させた現

在設定している債務負担行為の内容を掲載しております。 

 次に３９ページ、４０ページをご覧ください。 

 地方債に関する調書には、今回の補正内容を反映させた年度末の

現在高の見込みを掲載しております。 

 最後に、４１ページから４４ページの補正予算主な内容は、予算案

審議の参考として主要な個別説明を掲載したものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

 吉村副議長  説明が終わりました。 
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 これより歳入全般について質疑に入ります。 

 質疑は、事項別明細書により行います。一般会計補正予算（３号）

説明書、６ページから１１ページになります。 

 なお、質疑における発言の際は、何ページの何款何項、何々の件に

ついてのように議題に沿って発言をし、質疑の要旨を明確にしてくだ

さい。また、予算計上されている事業に関係しない質疑は控えてくだ

さるようお願いいたします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 １３番川口議員。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 １０ページの、２１款雑収入の新型コロナ定期接種ワクチン補助

金、助成金ですね、４，１９１万５，０００円。一つ教えていただき

たいんですが、この新型ワクチン、多分来月から６５歳以上の高齢者

に接種ができるという、そういう国が進めているようなものだとは思

うんですが、このワクチンは、昨年までの、今年かな、今まで打って

いたコロナワクチンとたしかいろいろな話、情報ですと、新型のワク

チン、いろいろとレプリコンとか様々な新しい新型のワクチン、しか

も日本で製造しているという厚労省が進めているという、そのような

ワクチンなのか、まず、そこのところ確認、教えていただきたいと思

います。 

 

 吉村副議長  答弁を求めます。 

 保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長 

（鈴木政康君） 

 それではご質問にお答えします。 

 今、国で提供を考えているワクチンについては、まだそういった情

報が明確に、このメーカーのワクチンを使うというのが、ちょっと私

の手元にはまだ聞こえてきておりません。ただ、議員がおっしゃると

おり、国産のワクチンだとか、あるいは海外産のワクチンだとか、そ

ういったものの中から選定をするということではありました。 

 今般この助成金４，１９１万５，０００円が増えるというのは、当

初予定していたワクチンの料金が８，３００円程度値上げするという

ことで、その分を国が全額補塡するということで、今回このような金

額を歳入に計上させていただきましたが、すみません、ただワクチ

ン、どのような種類というのはちょっと今私のほうで把握しておりま
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せん。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １１番。１３番。ごめん、１３番。すみません。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ありがとうございます。そういう実情なんですね。というか、すみ

ません、いつも全国の話をして申し訳ないんですが、自治体によって

は、自治体でワクチンの接種を無料で接種推奨するという自治体もあ

りますが、その反面、過去３年、４年のコロナワクチンといわれるも

のが接種されて、そのワクチン、外国産のメーカーのものを我々国民

が相当数接種して以降、副反応といいますか、その被害、そういった

ものの被害者による訴訟などが今起きております。また、この新しい

ものに関しても、国が進めているようなものが、このワクチンは、な

ぜ今、日本でやらなければならないかというものも様々な方面から言

われています。 

 ただ、一方では、情報は、今課長がおっしゃったように、我々自治

体ももちろんそうですけれども、マスコミなんかもそうですが、全然

そのようなものは報道されたり、また周知はされておりません。事実

世界では、ワクチン、今開発しているワクチンについては、ほとんど

日本だけです。進めようとしているのが。というのは、いろいろな専

門家、テレビなんかに出ない本物の専門家の人たちの話だと、このワ

クチンは非常にまだ未知数の部分が多過ぎるという、そういう見解

で、日本だけがなぜ進めるのかという世界的な見方です。 

 そのようなワクチンで、ただ国が進めるのであって、皆さん、町と

しては、当然そのようなことが情報が入らない状況なのであれば、当

然、疑問を持たないで進めるんでしょうけれども、ただ、現実に、国

民、町民の被害がどのようなものになるかというものが全くの未知数

で、言い方に悪いとちょっと危険視する見方をする専門家もございま

す。 

 そのような状況の認識というのは、今後国が言うように進めていく

のか、できればいろいろな意味で慎重に、情報を取って町民に接種を

進めて、もちろん任意で接種になるとは思うんですが、過去３年間で

やったコロナワクチンによる被害というものは全く検証されておりま

せんので、その辺の認識を少し情報を共有して、各自治体とも情報等

共有しながら、その辺の情報を入手するようにお願いしたいと思いま
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すが、いかがでしょうか。 

 

 吉村副議長  保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長 

（鈴木政康君） 

 それではお答えします。 

 まずワクチンにつきましては、各医療機関がメーカーなり卸業者の

ほうへどのワクチンを購入するかというのは決めていただくものにな

りますので、町からこのワクチンを使ってほしいということはまずご

ざいません。 

 また、議員おっしゃるとおり、接種に関しては定期接種になりまし

たので、あくまでも本人が最終的に、いろいろな副反応だとか、そう

いったものも考慮した上で、最終的に本人の同意を得て接種をするも

のになりますので、決して強制ではないということは、おっしゃると

おりだと思われます。 

 また、副反応なり、そういった情報につきまして、各市町村とも今

は１年ぶりぐらいにまた接種が始まりますが、そういったものを情報

共有しながら、そういう悪い影響なりよい影響いろいろあると思いま

すが、住民の皆様のほうにも各種提供はしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ありがとうございます。 

 しつこいようで大変申し訳ないんですが、私は何を心配しているか

というと、これから訴訟問題が起きてきます。実際起きております。

これは、自治体が、例えば国では任意と言いながらも、接種義務は自

治体にあるというふうな責任を投げております。そういった状況の中

で、無料で勧めたとかという自治体で副反応があって亡くなられた

方、それが、認定されたりなんかすると、今度訴えられます。そうい

う状況を、これは何も脅しで言っているわけじゃない、現実、そのよ

うな事象も、ことも起きているということもいろいろな情報を取っ

て、国が進めるかというものよりも、どういう事例が出ているのかと

いうものも見ながら、町民の安全と安心を守っていただけるようにお

願いしたいと思います。 
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 吉村副議長  答弁は。お願いですね。 

 ４番。 

 

質疑 ４番 

（沢尾宏之君） 

 ４番の沢尾です。確認します。 

 今の件ですけれども、新型コロナワクチンなんですけれども、これ

は値段が上がった分８，５００円を助成するということで、４億円つ

いているんですけれども、先ほど説明あった高齢者っていうのがちょ

っと気になったんですけれども、それは、この対象は、全町民になる

のか高齢者になるのか、そして何回分の助成がついたのかお聞きした

いと思います。 

 

 吉村副議長  保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長 

（鈴木政康君） 

 それでは質問にお答えします。 

 まず、対象者につきましては、６５歳以上の高齢者または６０歳か

ら６４歳までの重篤な疾患を持っている方、例えば障害者の手帳１級

を所持している方のような方が対象になります。 

 今回１０月の広報にも掲載をしてお知らせをするんですが、６５歳

以上の方につきましては、１，５００円の自己負担で済むようにして

おります。ただし、生活保護世帯だとか、住民税の非課税世帯につき

ましては無料とする予定でございます。 

 今お尋ねのご質問、歳入の４，１９１万５，０００円、８，３００

円分増額したというのは、当初は国のほうでワクチン全体の接種費用

７，０００円と見込んでおりました。ただこのうちワクチンの代金、

料金が８，３００円程度増額することになりまして、合計で１万５，

３００円の接種費用になることが分かりました。つまり、１万５，３

００円から当初予定していた７，０００円差引きすると、８，３００

円が自治体の負担になってしまうということが分かりまして、それを

補塡するために国のほうで今８，３００円相当の補助、ここでいう助

成金を交付するということになります。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  ほかにございませんか。 

 なしと認め、歳入についての質疑を終わります。 
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 １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 私は２点ほど質問させていただきます。 

 ちょっと画面見ねばねえから。 

 ６ページの歳入のところ、町税と固定資産税５，６９０万６，００

０円と、それから４，１９６万円ありますけれども、大体１億円近い

補正になっています。確定になった要素というのは、例えば申告の確

定したのか、固定資産はどういう形で上積みになっているのか、補正

になっているのか、ここのところ、説明をいただきたいと思います。 

 それから、９ページの１０款２項１目総務費補助金のところに、県

核燃料物質等取扱交付金５，２７４万１，０００円と出ていますけれ

ども、これは、当初に計上されない、今出てきたというのは、この根

拠を説明いただきたい。 

 

 吉村副議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（堤 雅之君） 

 それでは、お答えしたいと思います。 

 私のほうは町民税の部分、あと固定資産税の部分がありました。 

 まず、町民税の部分です。 

 今回、６月１日付で当初の賦課決定をしたわけですけれども、これ

に係る所得の部分です。これが令和５年度に比較しまして、給与所得

で見ますと約７億円ほど増加しております。この分が６年度の増えた

要因になっているものと考えております。 

 続いて固定資産税です。 

 固定資産税は、令和５年度と６年度を比較しますと、評価替えが行

われております。通常であれば、評価替えで建物などは経年劣化によ

り減額するというものもあります。ただ、今回の評価替えに関して見

ますと、地価の上昇傾向が見られておりました。あと新築家屋も増加

している影響もありますので、その辺で増えたものと考えているとこ

ろです。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長  平野議員の質問にお答えいたします。 
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（田中貴重君）  まず、核燃税物質等取扱交付金でありますけれども、これは原子力

立地の市町村に交付される交付金でありまして、実は、当初予算とし

て１億２，７３６万５，０００円を計上しております。そのあと核燃

税物質交付金の増額がありまして、ごめんなさい、すみません間違え

ました。１億２，４２３万円の当初予算に対して、交付が１億７，６

９７万１，０００円という増額でありますので、その差額分というこ

とで、５，２７４万１，０００円を今回補正しているということでご

ざいます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 吉村副議長  なしと認め、歳入についての質疑を終わります。 

 歳入全般の質疑を終わります。 

 次に、歳出についての質疑を行います。 

 第１款議会費から第６款農林水産費までの質疑を行います。 

 説明書１２ページから２２ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 １２番。 

 

質疑 １２番 

（楢山 忠君） 

 ２２ページまでですよね。 

 それでは、さっきのコロナのあれを繰り返すことになりますけれど

も、ちょっと確認したいんですけれども、１８ページなんですけれど

も、予防費の関係で委託料として高齢者新型コロナワクチン接種委

託料ということで載ってますけれども、もう一度整理して教えていた

だきたいと思うんですけれども、これは、いつからで、先ほど１，５

００円で打つことになるということをお話ししておりますけれども、

高齢者、町民、高齢者全員に対してそれを、案内が来るということで

しょうか。 

 そこら辺ちょっと整理して教えていただけますか。 

 

 吉村副議長  保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長  それではお答えをします。 
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（鈴木政康君）  まず、対象者につきましては、先ほど答弁したとおり、６５歳以上

の方、あるいは６０歳から６４歳の疾患を持つ方、例えば障害手帳の

１級相当を持つ方ということになります。 

 自己負担につきましては１，５００円、生活保護の受給者あるいは

住民税の非課税世帯につきましては、無料で接種ができるということ

になります。 

 接種の方法につきましては、例年行っている高齢者のインフルエン

ザ接種と同じで、個々に接種券を配付するということではなくて、自

ら医療機関、町内の医療機関のほうに電話をして予約をしてもらうと

いう方法になります。ただ、委託契約をしていない医療機関、例え

ば、十和田市のかかりつけの医療機関だったり、そういったところに

ついては、一旦全額を自分でお支払いいただきまして、その後、領収

書などを保健こども課のほうに持参していただきますと、助成金とい

う償還払いの制度を設けておりますので、そういった方法を取るとい

うことになります。 

 その予算につきましては、１９ページの上段に１８負担金補助及び

交付金の中にある高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種補助金

ということで１２４万５，０００円、今般の補正予算に計上しており

ます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １２番。 

 

質疑 １２番 

（楢山 忠君） 

 それで、いつからというふうなことを、インフルエンザは大体１０

月頃から始まると思うんですけれども、それと同じぐらいからという

ことになるんでしょうか。 

 

 吉村副議長  保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長 

（鈴木政康君） 

 申し訳ございません。 

 開始時期につきましては、国のほうからも指定がありますので、１

０月１日からの接種開始ということになります。ただ、終わり、終期

につきましては、インフルエンザについては１月３１日までで統一は

しているんですが、コロナの終期につきましては、１月３１日の医療

機関もございますし、あるいは３月３１日まで接種できるという医療



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－６５－ 

機関もございます。 

 いずれにつきましても、１０月の広報おいらせで周知を図っていき

たいと考えております。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １２番。 

 

質疑 １２番 

（楢山 忠君） 

 分かりました。今５類になっているわけですよね。５類、インフル

エンザと同じそれで、毎年こういうふうなのが行われると考えていれ

ばいいんでしょうか。 

 

 吉村副議長  保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長 

（鈴木政康君） 

 それではお答えします。 

 今５類というお話がありましたが、５類というのは感染症法上の区

分でございます。今回、定期接種になりましたが、これＢ類というこ

とで、予防接種法上はＢ類の定期接種ということで、年に一度、秋冬

開始ということで国のほうからも提示、指示がございます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  ほかにありませんか。１１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 私は、１３ページの２款総務費、企画費の町活性化対策費の委託

料、委託型地域おこし協力隊業務委託２１６万７，０００円。これ

は、たしか広報で採用になったのが紹介になったと思うんですよ。こ

の中身。採用になった目的、そういうふうなのをちょっとお知らせい

ただきたいと思います。 

 

 吉村副議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 それではお答えを申し上げます。 

 今回、町活性化対策費の中に、地域おこし協力隊の委託ということ

で、ここの分野については、これから、今、地域おこし協力隊という

ことで、委託型ということで、今回、地域の居住のコーディネーター

を募集することになっております。（「マイク使ってください」の声
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あり）その費用として計上しているものであります。 

 この地域要件として、三大都市圏の都市地域、または政令指定都市

から活動３年ということで、今回予算を計上したということでござい

ます。 

 実は、今、うちで募集をかけているということは、これ今募集をか

けている最中で、かけている最中で、この分については１年間分では

なくて、これから１１月から３月までの経費ということで予算計上さ

せてもらっている予算でございます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 １１月か。そうすると、これはこの前の募集要項にあった２名分の

金額で計上してあるのかなということを確認したいと思います。 

 それと、たしか広報に載っているのは、ちゃんとした目的が示され

ていまして、２名のこれこれの用途で募集しますということで、たし

か載ってあったと思うので、私は、そういう意味では、非常に地域お

こし協力隊の役目というのが示されてあるから分かりやすいという思

いがあっているんですけれども、ただ、これまでの地域おこし協力隊

の隊員がいつ退職したのか、どういう実績で町が評価しているのか、

全然議会に報告がないんで、この辺はこのままで本当にいいのか、や

っぱりこれまでの、私が前にも聞いたとおり、何人かの地域おこし協

力隊が町に入ってきているんですけれども、１人も定住していないと

いうのは、私は対応の仕方というか、町の対応の仕方が本当にこれい

いのかという思いがあるんで、ここら辺もひとつお聞かせいただきた

いと思います。 

 

 吉村副議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 まず、先ほどの答弁について撤回を申し上げます。 

 まず、先ほどの答弁からやりなおして答弁させてもらいます。 

 実は先ほどの委託費でございますけれども、こちらについては、こ

れから、高校の魅力化を進めるための高校の魅力化のかけ橋となる地

域おこし協力隊を募集するということで、百石高校と地域を結ぶコー

ディネーターということであります。先ほど言った移住者のコーディ
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ネーターは、こちらは当初で上げておりますので、今回の部分につい

ては百石高校のコーディネーターという、魅力アップのコーディネー

ターということで訂正をさせてもらいます。 

 大変すみませんでした。 

 次に、これまでの地域おこし協力隊でございますけれども、今、現

在いる地域おこし協力隊を含めて５人採用しております。退任された

方はこれまで３人いて、一番最初は令和３年、ごめんなさい、一番最

初は、令和元年に１人入って、その後３名が退任をして、今現在、商

工観光課に２人いるということでございます。 

 評価につきましては、これまで手探り状態で、いろいろな町の観光

のＰＲだったりとか、場合によっては物産の推進ＰＲ、いろいろなこ

とを取り組んでまいりましたけれども、結果、町の姿勢というのか取

組が少し後押しが足りなかったのか、地域おこし協力隊は確かに、今

現在住んでいるということはございませんで、今いる２人について

も、この先どうなるか分かりませんけれども、この地域おこし協力隊

を大事に連携を取りながら、これからいろいろなことの取組をしてい

きたいと思っております。 

 地域おこし協力隊、いろいろなミッションありますけれども、その

ミッションをしっかりと伝えて、その役割を果たしてもらう、それを

町がフォローしていくということで、委託型と直接雇用ありますけれ

ども、地域おこし協力隊の活躍、支援をしながら、町の発展のために

尽力してもらいたいと思っております。 

 答弁にはなっておりませんけれども、これから採用するうちの政策

推進課、場合によっては商工観光課、これまでの地域おこし協力隊、

今いる地域おこし協力隊、それと行政、あと派遣される、例えば百石

高校とか、連携を取りながら、地域おこし協力隊の本来のミッション

を果たして、支援をしていくということを取り組んでまいりたいと思

っております。 

 ちょっと答弁にはなっておりませんけれども、地域おこし協力隊と

これから一緒にやっていくんだというふうな気持ちを酌み取ってもら

えればというふうに思っております。 

 以上であります。 

 

 吉村副議長  ほかにありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 吉村副議長  なしと認め、第１款から第６款までの質疑を終わります。 

 次に、第７款商工費から第１０款教育費までの質疑を行います。給

与費明細書、地方債に関する調書を含みます。 

 説明書２２ページから４０ページになります。 

 また、議案書５９ページから６２ページの第２表継続費補正、第３

表繰越明許費、第４表債務負担行為及び第５表地方債補正も含みま

す。 

 質疑ありませんか。 

 ７番澤上議員。 

 

質疑 ７番 

（澤上 訓君） 

 私は、今朝ほど、町の瑕疵による事故があまりに多いんじゃないか

ということで大変心配しているところであります。それに関連するこ

となんですけれども、実はいちょう公園の野球場なんです。１塁側と

３塁側のファウルゾーンがすごく波打って、現状があります。これ

は、使用料をいただいて貸出ししているということから考えると、こ

れも次の、第三の瑕疵につながっていくんじゃないのかなという、

私、そこを懸念しているところなんです。 

 直接、これは、今ここでお話ししたのは、事前にそういう担当のほ

うへやっぱり教えておいたほうがいいんじゃないか、今たまたま、事

故がありません。たまたまありません。つい２週間前も青森県の還暦

の大会のベストエイトをそこで、雨の関係でそこを使用してやられた

ということも聞きました。そのときにもその話が出ました。グラウン

ドのファウルゾーンがあまりにも波打っていて、絶対年寄りじゃなく

ても、小学校から年寄りまでのどこかでそういうけがにつながるとい

う話を聞いておりますので、これはやっぱり少し、もう少しすればも

うシーズンオフですので、そのオフに、町の業者に頼めば１，０００

万円とか何ぼとかとかかるかと思うんですけれども、町のグレーダー

を使って削って、削った土を今度は１塁、２塁、３塁、ホームのへこ

んだところ、風で飛ばされた場所にうまく利用すれば、一石二鳥、こ

れできるんじゃないのかなと考えていました。 

 これは私からも提案ですけれども、ぜひその辺のところを危険防止

のために、何とか早急に手だてをしてもらいたいものだなと思ってお

ります。 

 それからもう一つ、外野のフェンスに使用している網の件なんです
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けれども、私去年もしゃべったような気がするんですけれども、あれ

何とか修繕して、風吹けばバホバホと、とてもじゃないけれども恥ず

かしい、そういう状況になっております。何とか修繕すれば、だまし

だまし使えるんじゃないかとも思っておりますので、その辺のところ

も２点ほどよろしくお願いします。 

 

 吉村副議長  社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

 それでは、いちょう公園野球場の件でご質問ありましたのでお答え

したいと思います。 

 まず、１点目の３塁、１塁側が波打っているという状況だというこ

とで、こちらのほうでも現地をまず第一に確認した上で対処方法を検

討していくということになるかと思います。議員からご提案がありま

した件、地域整備課と連携してグレーダーなんか使ってやったらどう

かという部分も含めて、こちらでちょっと考えてみたいと思っており

ます。 

 こちらの野球場については、年に１回整地業務ということで、下田

公園とともに整地業務をやっているんですけれども、そういった部分

があるということであれば現場確認して対応していきたいと思ってお

ります。 

 あと、２点目のフェンスの網の件についても、こちらもちょっと確

認しておりませんでしたので、修繕、こちらも同じように現場の確認

した上で、修繕が必要だということですので、修繕料を使って修繕し

ていきたいと、まずは第一にそちらの状況を確認することから入って

いきたいと思っておりますので、もうしばらくお待ちいただければと

思います。 

 情報提供ありがとうございました。 

 

 吉村副議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（澤上 訓君） 

 ぜひ早急に確認していただきたいと思っております。 

 ファウルゾーンだからいいんじゃないかという考え方を持った人も

たくさん出てくると思うんですけども、それは大きな間違いです。フ

ァウルゾーンだからこそ余計に危ないんです。というのは、ヒットに

関係ないということになると、フライ上がっていけばそこへ思い切っ
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て走っていってスライディングして取りに行くというような思い切っ

たプレーが出たりします。ですから、そういうプレーが出て骨折した

とか、いろいろなことは考えられますので、非常に、事故が起きる前

に私は早急に伝えたかったということで、そういうことでございまし

た。 

 急いで何とかよろしくお願いします。 

 

 吉村副議長  答弁は要りませんね。 

 それでは次、１２番楢山議員。 

 

質疑 １２番 

（楢山 忠君） 

 ２３ページの観光費の中の委託料、委託型地域おこし協力隊業務

委託４３５万６，０００円ということで出ていますけれども、これは

どういう趣旨の委託料になるんでしょうか、教えていただけますか。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは楢山議員のご質問にお答えをいたします。 

 ２３ページの７－１－３の１２節委託料、委託型地域おこし協力隊

業務委託料についてご説明したいと思います。 

 先ほど、２款で政策推進課長も答弁したことと大きく関連いたしま

すけれども、現在町に地域おこし協力隊は２人おりまして、商工観光

課に配属されておりますけれども、こちらの地域おこし協力隊につき

ましては、いわゆる町の会計年度任用職員として任用している任用型

という形の協力隊になります。 

 今回の補正をさせていただきました委託型の地域おこし協力隊に

つきましては、町が直接協力隊を職員として任用するのではなくて、

例えば、隊員個人を個人事業主として隊員に対して委託をする、ある

いはその協力隊員を受入れをする団体に対して業務を委託して、その

団体の従業員として協力隊が活動するというようなパターンの、今２

つ申しました２つのパターンが委託型というものでございます。今般

のこの委託型につきましては、町の観光物産協会がその受入れ団体と

なりまして、観光物産協会で協力隊の受入れをして、町と観光物産協

会が委託契約を結んで協力隊の活動をしていただくというような中

身になります。 

 先ほど、政策推進課長も答弁いたしましたが、１１月から３月まで



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－７１－ 

の５か月分の委託料で掛ける２人分ということで、こちら４３５万

６，０００円予算計上したところでございます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １２番。 

 

質疑 １２番 

（楢山 忠君） 

 ということは、観光物産協会さんでは、今企業化をするということ

でいろいろ模索をしてやっていますけれども、事務所をアグリの里に

設けて、そこで活動をするということなんですが、そこに委託する、

要は、給料をつけてそこに人を出してやるんだと、そういうことにな

るんじゃないかなと思うんですけれども、なかなか受ける側はすごく

いいあんばいでよろしいかなと思いますけれども、ただそれが、期限

付きでいった場合に、しっかりと継続なって企業化が順調に進むよう

に、やっぱりしっかり、送ってやったからそれでいいんだ、それでち

ゃんとやってくださいじゃなくて、しっかり管理しながら見守って、

うまく、それが軌道に乗るように見てあげるようにしていただきた

い。これをお願いしておきたいと思います。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 楢山議員のご指摘のとおり、今、観光物産協会では法人化に向けて

様々な調査、あるいは取組を進めているところでございます。事務所

をアグリの里に置くということでお話ありましたけれども、事務所そ

のものはまだどこに置くかというのは決まっておりませんが、この地

域おこし協力隊の事務所、地域おこし協力隊が活動する拠点になると

ころをアグリの里に取りあえずは置いて、仮に１１月から採用になれ

ば、今年度からアグリの里さんの事務所をお借りして、そちらのほう

で活動の拠点としてしていただくということで考えております。 

 給料をつけてアグリの里さんのほうに仕事をしてもらうというよう

なイメージとは若干ニュアンスは違うと考えておりますので、何か言

葉悪いかもしれませんが、アグリのために、アグリの里のために協力

隊を任用するのかというような、もし誤解をされているようであれ

ば、それはちょっと若干ニュアンスが違うということでご理解をいた

だきたいと思います。 
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 また、法人化につきましては、ご指摘のとおり、順調に進むように

管理をしながらということでやっていきたいとは思っておりますけれ

ども、地域おこし協力隊の隊員が法人化のために事務を進めるという

ことではなくて、法人化になった後に協力隊の活動の中から生まれる

事業が協会の収益を上げる、収益を上げられるような事業を何か生み

出していただきたいということが主たる目的として協力隊を活用しよ

うと思っておりましたので、もちろん町も管理をしながら協力隊の活

動をサポートしていきたいとは思っておりますので、これからも、そ

のような形で議会にも、タイミングが合えば説明するような形にして

まいりたいと思います。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １２番。 

 

質疑 １２番 

（楢山 忠君） 

 私も舌足らずであれだったんですけれども、アグリの里のためにと

は思ってません。アグリさんも、観光物産協会を何とか法人化させる

ために犠牲を払ってそこに事務所的なのを設けてということをやって

いるのはよく分かっていましたので、ちょっと私も寸足らずでした。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 おわびを申し上げます。 

 何か変な勘ぐりをしてしまったなと思って、大変申し訳ございませ

んでした。 

 

 吉村副議長  １番小向議員。 

 

質疑 １番 

（小向幸祐君） 

 ２つほど、内容確認させていただきたい、質問させていただきたい

です。 

 ２４ページの８款土木費２項道路橋りょう費３目除雪対策費とし

て、備品購入費、歩道除雪機購入費として計上がされております。関

連ながらなんですが、多分町内会配備なのか、どこの配備予定なのか

というのが一つと、これに関連づけて、だんだんに秋から冬に移行し

ていくわけですが、例年、なかなか年に１回ぐらいしか各町内会も含
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め、動かしたりする機会がそんな多くなかったりするので、冬に向け

てエンジンがかからないとか、細かい維持管理の問題が例年ちょこち

ょこと聞こえてくることがあります。それの対策も含めてちょっと確

認したいところです。 

 あと、もう一つが、２６ページの９款消防費１項の４目無線放送設

備費の１２節委託料、防災無線蓄電池交換委託料です。これも、ちょ

っと携わっているところもあるのであれなんですが、定期的に、やっ

ぱり電池が弱ったり、使う頻度もありますが、消防団配備のものでい

いかというのがまず一つと、どうしても使う頻度によって、充電器に

挿しっぱなしの過充電になっているタイプもあるような話もちょっと

聞いたりします。これは、毎年コンスタントに替えていかなければな

いものか、あとは申請に応じて補正かけている形になるか、その２点

よろしくお願いします。 

 

 松林議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（岡本啓一君） 

 私からは、２４ページ、８款２項３目の除雪対策費、歩道除雪機購

入費について質問がありましたのでご説明いたします。 

 この歩道除雪機購入費の配備先についてでございますが、このたび

２台購入予定なんですけれども、いずれも町内会へ配備する予定で予

算計上したものでございます。 

 次に、この修繕についてご質問がございました。 

 町内会に対する、町内会の除雪につきましては、パートナーシップ

歩道除雪ということで事業を構築しているものなんですけれども、そ

のうち１台につき準備費３万円ということで委託料を交付してござ

います。ただ、この除雪機についても、古いものですともう買ってか

ら１０年以上たっているものもあり、それぞれ状態が違うかと思いま

すが、修繕費がかさむような実態というのが全体としてあるものかな

と当課でも認識しております。準備費の中で足りないような修繕につ

きましては、相談していただければ地域整備課で修繕対応するという

ことで、実際取組をしておりますのでご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  まちづくり防災課長。 
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答弁 まちづくり防災課

長 

（久保田優治君） 

 私は、説明書の２６ページ、９款１項４目の無線放送設備の委託

料、防災無線蓄電池交換等委託料の中身についてご説明申し上げま

す。 

 こちらは、議員おっしゃる消防団に配備している移動系の防災無線

ではなくて、役場から一般の放送をかけるための放送設備のパソコン

を動かすための非常電源が切れないように無停電装置をかませてい

るんですが、そちらのＵＰＳと言われる蓄電池が耐用年数を過ぎたと

いうことで交換したいということでの設備の委託料になります。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １３番川口議員。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ２３ページの、先ほど楢山議員も質問ありました。そのうち、委託

型地域おこし協力隊、このことについてちょっと。 

 まず、この地域おこし協力隊という制度は、国が総務省から市町村

を通して、まちおこし、地域おこしを担うという、そういう形、従来

そうだと思っていましたが、この委託型というのはまた新しい制度な

んですけれども、その辺の違いをまずお知らせください。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 川口議員のご質問にお答えをいたします。 

 委託型の地域おこし協力隊というのは、当初からこのような委託型

というものがあったのかどうかというのは、ちょっと今、手元に資料

がありませんので定かではございませんけれども、ここ数年、もしか

したら５年ぐらい前から早いところでは委託型という形で協力隊を

任用して業務を委託するような形でやっていただいていると。要は、

町の会計年度任用職員ではない形で協力隊として活動していただい

ているということは、もう既に数年前から行われているところでござ

います。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  政策推進課長。 
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答弁 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 今のご質問、先ほど平野議員の質問にも関連しますけれども、実は

委託型というのは２つございまして、先ほど商工観光課長が言った団

体に対して契約して派遣するという委託的な形態と、あと、先ほど答

弁漏れしているような形でありましたけれども、例えば高校の魅力化

について、高校に派遣して、個人事業主として契約するという委託型

がありまして、２つの形があるということを追加でお知らせさせてい

ただきます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １３番川口議員。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ありがとうございました。大変、分かりました。 

 昨年、産業民生委員会で兵庫県の洲本市に行って研修を、勉強させ

ていただきましたが、その洲本市、兵庫県の取組を聞いて非常に参考

になって聞いてきましたが、その中に平野議員がおっしゃっているよ

うに、定住、おこし隊３年間の任期の後、終わるとその地域に密着し

て市とおこし隊と県が、いろいろなサポートシステムが構築されてお

りまして、非常にいい取組だなと。 

 そういうものであれば、他県から来て、その地域に来て、事業、起

業を起こすというところまでの事例が非常に参考になったもんですか

ら、ちょっと今の委託型、当町で進める観光物産協会等に委託すると

か、百石高校についてはその事業がもともとありますから、ただ新し

い観光物産協会、法人化に向けた任意でその団体にすぐこのおこし隊

を派遣して、派遣というか委託するというような、そういう考えとは

ちょっと我々が勉強してきたものとイメージが違うものですから、確

認の意味で聞かせてもらいましたけれども、果たして、その委託して

あってもですね、個別な事案に、ケースになるかと思うんですけれど

も、町全体の地域おこし、本来のそういう趣旨にかなっていくんでし

ょうか。その辺が私ちょっと疑問に思いますが、その辺いかがでしょ

う。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 それではお答えをいたします。 

 今の観光物産協会に委託をする委託型の地域おこし協力隊、観光
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物産協会で雇用する形になりますけれども、これが町全体の地域おこ

しにつながるのかという話でのご質問かと承りましたが、観光物産協

会が業務委託を受けるということでございますので、一番の恩恵を受

けるのは、やはり観光物産協会なのかなと思いますが、それが観光で

のまちづくりにつながれば町全体の地域おこしにつながるのかなとい

うことでは、全体に波及効果があるんだろうと思っております。 

 また定住に向けてのお話もされておりました。町でも地域おこし協

力隊の定住のために、例えば協力隊員が卒隊後といいますか任期が終

わった後に、町の中でいろいろ事業を起こしたりとか、要は起業と

か、あるいは何かの仕事に就くために、例えば資格を取るための補助

金ということで３０万円を上限に支給をしたりとか、あるいは起業す

る際に必要となる様々な、例えば重機とか事務所を準備するとかとい

うことに対しての１００万円の助成などというのも準備をして、その

卒隊後に地元に残って活動してもらうための支援ということについ

ては、町でも用意をしているところではございます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（川口弘治君） 

 ありがとうございます。課長おっしゃるのはよく分かります。 

 町の立場としては、当然何ら問題がなく進めていることもよく理解

できます。ただし、私が入って聞いている情報の中では、地域おこし

隊を、ある特定のところにという派遣という話まで、役員会総会、総

会ではないでしょうから役員の中のほうからそういう話が、情報が出

ています。町のためじゃないんですと誤解をされかねないやり方にな

るんじゃないですかと、楢山さんじゃないですけれども、私も心配し

ているんです。 

 町が絡んでいる従来の担当課、商工観光課が担当して地域おこし

隊を町全体として、国から来た方を、それで移住までというスタイル

であれば、町全体のことを考えておこし隊の皆さんが精いっぱい町を

ＰＲしていただきますが、ある特定の団体になると、そこの部分に偏

ってしまうんじゃないですかということ、これが国から町を通して委

託業者に行くという、そのようなこともささやかれている、そういう

ことがあるから私は心配して言っているんです。決してそのようなこ

とはないとは思うんですが、その辺よく見て、まだ任意で発足はして
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おりませんが、町の観光物産協会が任意の団体、法人化になるという

話ではありますが、町の絡み、金が流れていきますので、その辺を慎

重に見ていかないと、通して、現実はそういうふうなこともあるよと

いうことを、課長よく認識していただきたいと思います。 

 またこれ決算でやろうかなと思ったんですけれども、また別な意味

で、課長、その辺よろしくお願いします。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 川口議員のご質問にお答えをいたします。 

 ご懸念されているような誤解といいますか、そういうことが出てい

るようであれば、もちろんそれを払拭していくように、我々のほうで

もしっかり情報を出したり、あるいは、誤解されているのであれば、

しっかりと抗弁していく必要があると思っております。 

 今回は、観光物産協会法人化される前の状況でございますので、事

務所そのものは、今、商工観光課の中にありますけれども、いずれ法

人化されればどこかに事務所を構えて、そちらで法人化した協会が活

動していくということになります。それがまだ今事務所をどこに置く

かというのは決まっておりませんので、取りあえず今、もしかしたら、

頭にあるのはアグリの里おいらせさんのことをおっしゃっているのか

なともちょっと思ったりはしておりますけれども、そちらにちょっと

事務所を間借りをして拠点として活動していただくと。アグリの里さ

んは、もう観光施設としてはある程度成功しているのではないかと思

っておりますので、逆に言いますと、そちらで１年なり、１年半なり

修業をしていただいて、その後、観光物産協会で腕を振るってほしい

なというところもございます。 

 そういう意味では、アグリの里さんの事務所をお借りして、そちら

で、当面の間活動していただくというようなことで考えているところ

でございます。 

 また地域おこし協力隊につきましては、今の委託型という形態にな

りますが、本当に様々な分野でもう全国で活用されております。例え

ば、農家に協力隊として行って農業を後継者として頑張るというよう

なこともされております。これも一見、そこの農家のために国からの

お金をもらってやっているんじゃないかと見えたりもするところもあ

るかと思いますけれども、そちらも制度上認められているものでござ
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いますし、それはそこの特産物を今後も広めていくんだ、後継者とし

て頑張っていくんだという目的の下にやられているものでございま

す。そういう意味では、今回の観光物産協会で雇用しようとしている

地域おこし協力隊につきましても、趣旨としては同じような内容だろ

うと思っておりますので、どうかご理解いただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 追加で、事情で答弁させていただきたいと思います。 

 政策市推進課は地域おこし協力隊の窓口ということで、今、商工観

光課長が言った観光物産協会、そちらへの委託ということになるんで

すが、そのほか今いる観光業務をやられてる方、それとか、これから

募集する高校の魅力化の方、あとは移住定住の方、そういう方々を総

力を結集していろいろな情報を共有しながら、地域おこし協力隊とし

て町の魅力、町の地域おこしに貢献できるような、そういう形で政策

推進課も調整しながら進めてまいりたいと思っておりますので、どう

かご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 私は、今の地域おこし協力隊、２３ページに関わることで、今説明

を聞いていますと、１１月から３月までの間、利用するのは２名です

ということで、採用の方法は委託型になるんだということで、私は、

川口議員も話していますけれども、採用する期間というのが、今もう

９月になって１か月ちょっとだけですね。やっぱりそういう募集し

て、期間がなければ、私は本当に採用するほうの思いというのを理解

してもらえるのか、受ける人も地域指定があるように見ていましたけ

れども、そういう中から本当にこういう町に応募してくるのか。私

は、非常に対応の仕方というのが手ぬるいんじゃないかという思いが

します。 

 ですから、あれは９月号の広報でしたか、たしかちらっと私見たん

ですけれども、そういう趣旨、そういうのはきちっと書いていますか
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ら、やっぱりそれに合った人がちゃんと来て受験するのか。今の話を

していますと今、現にいる人をそちらに回すような話も、聞こえてく

るんですけれども、どういうふうな形なんですか。 

 現在、今の話ですと、現在２名の協力隊員がいる。この２名の目

的、そういう活動の仕方、そういうのが今２名ではどういう形になっ

ているのか。それから今、委託型で２名採用する、これは、町観光物

産館の立ち上げ、法人化の立ち上げのための派遣する協力隊になるの

か、あと１名が何のための協力隊になるのか、ここお聞かせいただき

たいと思います。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、平野議員のご質問にお答えをいたします。 

 ２３ページの委託型の協力隊の委託料に関してでございます。 

 予算の積算に関しましては、先ほど来答弁しておりますとおり、１

１月から３月までの３か月間の予算として計上したところでございま

す。確かにご指摘のとおり、今、予算可決されてからもう２か月ない

じゃないかということでは、まさにご指摘のとおりだと思っておりま

す。ただ１１月まで期間がないので、応募があった人の中から何とか

２人選ぼうとかそういうことではなくて、やはりこちらで求めている

人材というのはやはりありますので、そこはしっかりと面接、それか

ら採用に至るまでの間にはお試し協力隊ということで、応募したいな

と思っている方がいれば、お試しでおいらせ町に来てもらって、今回

こういうような形で募集していますというのを具体的に説明したりと

か、あるいは採用の面接につきましても１回だけじゃなくて２回行う

とか、そういう形でちゃんと適任者を採用していこうと考えておりま

すので、仮に１１月１日採用できなくても、１２月１日でも１月１日

でもというところで、しっかりとした人材を確保したいと考えており

ます。 

 それから、もう一つの質問としては、現にいる２人の隊員をそちら

に回すのかというような話もあるということで今おっしゃっておりま

したけれども、２人いる隊員ですが、１人は、今年度末、要は来年の

３月でもう任期が切れることになります。もう一人の隊員については

今年の４月に採用になりましたので、あと２年半いるということにな

ります。その２人につきましては、そちらの委託型に回すということ
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ではなくて、そのまま、今の任用型のまま継続していただくことにな

ります。 

 １人隊員は、いずれも観光物産協会の事務を担うというのがまずメ

インになりますけれども、１人の隊員につきましては、観光物産協会

の情報発信、あるいはＰＲをメインとしております。もう一人の隊員

につきましては、当町のブランド推進、ふるさと納税の返礼品なども

含みますけれども、そちらのブランド推進、新しい物産の掘り起こし

などを含めた、そういう事業をすることを目的としております。 

 それから、今度２人採用したいと思っている委託型の協力隊につき

ましては、将来、その協会のスタッフとして残っていただきたいとい

うところがまずメインではございますけれども、一つには、観光振興

業務といたしまして、観光物産イベントの企画、開催とか、あるいは

観光コンテンツの開発とか、あるいは物産振興業務といたしまして、

新たな物産等の企画、立案、特産品の発掘、それからブラッシュアッ

プなどを業務としてやっていただきたいと。それぞれの人の特性に応

じては、その業務を分けて担っていただくとかもございます。 

 その２人の主な、メインの業務といたしましては、観光物産協会法

人化後に必要となる自主財源確保のために、新規事業を、収益を上げ

るような新規事業を開発していただくということを主な業務としてい

るところでございます。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  １１番。 

 

質疑 １１番 

（平野敏彦君） 

 今いろいろ説明をしていただきました。私は、この期間にこだわら

ないということであれば、この予算の要求の仕方というのはこれでい

いのか。１１月からこれだけ３月まで採用すると、これだけの金がか

かりますよということで予算を提出しているわけですから、事務処理

が間に合わないからずらしてもいいんだという、こういう発想でやっ

たら補正予算に出す必要ないんじゃないですか。そう思いますよ。 

 それともう一つは、私は観光物産協会に派遣するのはまずよしとし

ても、実際に事業を立ち上げてスタッフに残ってやる、そういう意気

込みの人が本当に来るのかなという思いもあります。それと、私が一

番危惧するのは、これまでの物産協会に関わる町のいろいろな商品開

発、ＰＲしたと言っていますけれども、これでこうやってＰＲして成
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功したというのを私が耳にしたものは一つもないんですよ。やはり、

言葉じゃなくて、こういうものをやったらこう売りましたというのを

実態で説明してほしいと思います。 

 そういうのを考えたときに、私は将来的に見て一番危惧しているの

は、当町にはイオンがあって、商品開発よりもイオンに行ったらいろ

いろなものが売っているじゃないですか、そういうのでは、私は非常

にこの事業を進めるということが、いかに来た人が苦労するかという

ような、私は心配するわけですよ。この辺、本当に大丈夫だというの

であれば、私は、今言ったのは私個人の考え方だと捉えますけれど

も、どういうふうに予測するんですか。私の言っていることに対し

て。 

 

 吉村副議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 期間にこだわらないで採用するのであれば、この補正の出し方は正

しいのかというようなご指摘を受けました。 

 こちらの１１月から、１１月１日から採用したいというのは、もち

ろん我々の希望でもありますし、最短でいけば１１月１日の採用とい

うのを目標に向けておりますけれども、先ほども答弁いたしました

が、適正な人が、適正とは言葉悪いかもしれませんけれども、こちら

で求めているような人物が応募していただける、してもらえるのかと

いうことに関しては、やはり来て面接をしてみないことには何とも言

えませんので、来たからとにかく１１月１日に間に合わせて採用する

んだということではなくて、やはり、適正な人材を確保したいという

ところでは、予算は５か月取ってありますけれども、結果的には３か

月分しか施行しないということもあるかもしれませんが、そこは何と

かご容赦いただきたいと思っております。 

 あと、やる意気込みのある人材が来るのかということに関しまして

も、もちろんこちらもそういう人が来てほしいということで考えてお

りますが、これはやはり対人ということでもございますので、なかな

か、来てみないことにはということのところは、先ほど答弁したこと

と同じことでございます。 

 それから観光物産協会、これまで物産開発等も成功した例がないと

いうような厳しいお言葉もいただいております。これに関しまして



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－８２－ 

は、そういうところもあるのかということで受け止めをさせていただ

きますが、今回、この委託型の地域おこし協力隊採用することによっ

て、行政ではない民間視点とか、あるいは東京とかそちらのほうから

採用してくるということであれば、よそ者の視点と言われています

が、そういうところを、能力なりを発揮していただいて、これまでや

れてこなかったところは反省しつつ、新たな取組を協力隊と共にやっ

ていきたいなと思っております。 

 というところで、何か漏れがあればご指摘をいただければと思いま

す。 

 以上です。 

 

 吉村副議長  いいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 吉村副議長  なしと認め、第７款から第１０款までの質疑を終わります。 

 以上で歳出についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 吉村副議長  なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第５３号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 吉村副議長  なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 吉村副議長  お諮りいたします。 

 本議会における本日の議案審議については、議案第５３号、令和６

年度おいらせ町一般会計補正予算（第３号）についてまでとし、議案

第５４号、令和６年おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてからの審議は明日引き続き行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

日程終了の 

告知 

吉村副議長  なしと認めます。 

 よって、本会議の議案審議はそのように取り扱うことに決定いたし

ました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

吉村副議長  明日の本会議は、引き続き、本会議場において午前１０時から議案

の審議を行います。 

 

延会宣告   本日の会議はこれで延会といたします。 

 

  （延会時刻 午後 ３時４６分） 

 

 事務局長 

（佐々木拓仁君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 
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